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第２部 津波災害予防

第１章 津波災害予防の基本的な考え方

県及び市町村は、津波災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性

を考慮した最大クラスの津波を想定し、その想定結果に基づき対策を推進する。

第１ 総合的な津波対策のための基本的な考え方

津波災害対策の検討に当たっては、以下の二つのレベルの津波を念頭におく必要があ

る。

(1) 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

(2) 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもた

らす津波

最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優先として、住民等の避

難を軸に、そのための住民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止す

る機能を有する交通インフラ等の活用、土地のかさ上げ、避難場所・津波避難ビルや避

難路・避難階段等の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地

利用・建築制限等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」

による地域づくりを推進するとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽減など、地

域の状況に応じた総合的な対策を講じる。

津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津

波対策にデジタル技術を活用するよう努める。

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護、

地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備

を進める。

第２ 過去に遡った津波の想定

県及び市町村は、津波の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、津波堆積物調査、

海岸地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、できるだけ過去に遡って津

波の発生等をより正確に調査するものとする。

第３ 津波想定に係る留意点

県及び市町村は、被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするた

め、具体的な被害を算定する被害想定を行うものとする。その際、今後の防災対策の推

進による被害軽減効果をできるだけ定量的に示すことができるよう検討するとともに、

地域性の考慮、複数の被害シナリオの検討等に留意する。

また、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界

があることに留意する。

とりわけ、津波災害は、波源域の場所や地形の条件等によって、発生する津波高、範

囲等に大きな相違が生じうる地域差の大きな災害であることを念頭に置く必要がある。

また、地震を原因とする津波だけでなく、火山の噴火、大規模な地すべり等によって生

じる津波もありうることにも留意する。

第２部 津波災害予防

第１章 津波災害予防の基本的な考え方
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第２章 津波災害に強い地域づくり  

 

 津波災害に際して、被害の軽減を図るためには、各種防災事業を推進し、被害を未然に

防止したり、被害の及ぶ範囲を最小限に止められるよう整備しておくことが基本となる。

本章では、このような津波災害に強い地域づくりに係る対策を定める。 

 

 

第１節 津波災害防止対策の推進  

 

 本県は、沿岸部・島しょ部を有する地形条件や過去の津波や地震の発生状況によると、

津波災害を受け易い特質がある。このため、従来より推進されている各種海岸保全施設等

の整備事業を継続して実施するとともに、津波発生に備え、危険予想地域の把握・指定、

広報体制及び避難体制の整備、並びに津波知識の意識啓発の推進等による総合的な津波対

策を計画的に実施し、津波災害危険を解消するための事前対策を推進する。 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１ 津波に強いまちづくり  

 

〔実施責任：環境林務部森づくり推進課、商工労働水産部漁港漁場課、農政部農地

整備課、土木部監理課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画

課・建築課、市町村〕 

 

１ 津波に強いまちの形成  

⑴  市町村は、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を原則

として、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなまち

づくりを目指す。特に、津波到達時間が短い地域では、おおむね５分程度で避難が可

能となるようなまちづくりを目指す。ただし、地形的条件や土地利用の実態など地域

の状況によりこのような対応が困難な地域については、津波到達時間等を考慮して津

波から避難する方策を十分に検討する。 

⑵ 県は、津波災害のおそれのある区域について、各沿岸地域の自然特性、社会経済特

性等の現状を把握するための基礎調査を行い、その結果を踏まえ、海岸保全施設の海

側（堤外地）も含めて津波浸水想定を設定する。 

  県及び市町村は、当該津波浸水想定を踏まえて、施設整備、警戒避難体制、土地利

用等が有機的に連携した津波防災対策を推進する。また、例えば港湾の後背地を防護

するための一連の堤防・胸壁等を計画すること等を通じて、整合的な施設整備に努め

津 波 に 強 い ま ち づ く り  津 波 災 害 防 止 対 策 の 推 進  

津 波 災 害 の 防 止 対 策  

津 波 災 害 危 険 予 想 地 域 の 把 握  

津波災害に対する広報・避難体制の整備  

津波災害に関する訓練及び意識啓発の推
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る。  

⑶ 県及び市町村は、浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、

できるだけ短時間で避難が可能となるような避難場所・津波避難ビル等及び避難路・

避難階段等の整備など、都市計画と連携した避難関連施設の計画的整備や民間施設の

活用による避難関連施設の確保、建築物や公共施設の耐浪化等により、津波に強いま

ちの形成を図る。 

⑷ 県及び市町村は、地域防災計画、都市計画等の計画相互の有機的な連携を図るため、

関係部局による共同での計画作成、まちづくりへの防災専門家の参画など、津波防災

の観点からのまちづくりに努める。また、都市計画等を担当する職員に対して、ハザ

ードマップ等を用いた防災教育を行い、日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れ

るよう努める。 

⑸ 県及び市町村は、津波による危険の著しい区域については、人的災害を防止するた

め、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を

講ずるものとする。 

⑹ 県及び市町村は、行政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ

浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得ず浸水のおそれ

のある場所に立地する場合には、建築物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情

報通信施設の整備や必要な物資の備蓄等により施設の防災拠点化を図るとともに、中

長期的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図る。また、庁舎、消防署、警察

署等災害応急対策上重要な施設の津波災害対策については、特に万全を期するものと

する。 

⑺ 市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成

し、海岸保全施設等、海岸防災林や避難施設の配置、土地利用や警戒避難体制の整備

等についての総合ビジョンを示すことに努める。 

⑻ 市町村は、津波災害警戒区域の指定のあったときは、市町村地域防災計画において、

当該区域ごとに、津波に関する情報、予報及び警報伝達に関する事項、避難場所及び

避難経路に関する事項、津波避難訓練に関する事項、地下街等又は主として防災上の

配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の名称及び所在地等につい

て定める。 

⑼ 市町村は、市町村地域防災計画において、津波災害警戒区域内の主として防災上の

配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設については、津波発生時に

当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、津波に関する情報、

予報及び警報の伝達方法を定める。 

⑽ 津波災害警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、

津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、円滑な警戒避難を確保する上

で必要な事項について住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配布そ

の他の必要な措置を講じる。 

⑾ 市町村は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難

訓練の実施に関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の

支援に努める。 

⑿ 県及び市町村は、最大クラスの津波に対して、住民等の生命を守ることを最優先と

しつつ、生活や産業への被害を軽減する観点からのまちづくりを進めるものとする。 

⒀ 県及び市町村は、河川堤防の整備等を推進するとともに、水門等の自動化・遠隔操

作化や内水排除施設の耐水機能の確保に努めるものとする。 

⒁ 県及び市町村は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等
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と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステ

ム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 

⒂ 県及び市町村は、津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実

施するため、津波対策にデジタル技術を活用するよう努めるものとする。  

 

２ 避難関連施設の整備  

⑴  市町村は、避難場所の整備にあたり、これらを津波からの緊急避難先として使用で

きるよう、できるだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波

の襲来状況によってはさらなる避難が可能となるような場所に整備するよう努めるも

のとする。また、専ら避難生活を送る場所として整備された避難所を津波からの緊急

避難場所と間違わないよう、両者の違いについて住民への周知徹底を図る。 

⑵ 市町村は、避難場所として利用可能な道路盛土等の活用について検討し、活用でき

る場合には、道路管理者等の協力を得つつ、避難路・避難階段の整備に努める。 

⑶ 市町村等は、津波災害警戒区域内等において、津波浸水想定に定める水深に係る水

位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加え

て定める水位（基準水位）以上の場所に避難場所が配置され安全な構造である民間等

の建築物について、津波避難ビル等の避難場所として確保する場合には、管理協定の

締結や指定をすることなどにより、いざという時に確実に避難できるような体制の構

築に努める。 

⑷ 県及び市町村は、住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、避難路・避難

階段を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間短縮のた

めの工夫・改善に努める。なお、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差

の発生、避難車両の増加、停電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十

分考慮するとともに、地震による沿道建築物の倒壊、落橋、土砂災害、液状化等の影

響により避難路等が寸断されないよう耐震化対策を実施し、安全性の確保を図る。 

⑸ 県及び市町村は、地域の特性に応じた避難施設、避難路等の整備の推進に配慮する

よう努めるものとする。 

 

３ 建築物の安全化  

⑴  県、市町村及び施設管理者は、地下街、劇場・駅等不特定多数の者が使用する施設、

学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、要配慮者に係る社会福祉施設、医療

施設等について、津波に対する安全性の確保に特に配慮する。 

⑵ 県及び市町村は、津波災害特別警戒区域や災害危険区域において、要配慮者が利用

する施設等の建築物の津波に対する安全性の確保を促進する。 

⑶ 県及び市町村は、津波浸水想定地域における児童生徒等の安全確保のため、高台等

へ通じる避難路等の整備や建物の高層化など、各地域の実情等を踏まえた学校の津波

対策について努める。 

 

 

第２ 津波災害の防止対策  

 

〔実施責任：九州農政局、九州地方整備局、商工労働水産部漁港漁場課、農政部農

地保全課、土木部河川課・港湾空港課、市町村〕 

 

１ 海岸保全施設整備事業の推進  
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   海岸保全施設の整備状況 

 本県の海岸線は、大隅沿岸、鹿児島湾沿岸、薩摩沿岸、八代海沿岸及び薩南諸島沿

岸からなり、北海道、長崎県に次いで長い海岸線を有している。海岸の長さや島しょ

部を有するなどの地形的特質等のため、津波災害を受け易い状況にある。 

 海岸保全施設の整備状況等の概要は、表 2.1.2.1 のとおり。 

 （海岸等の重要水防箇所及び水防箇所の危険予想箇所の現況については、「鹿児島 

県水防計画書」参照） 

 

 表 2.1.2.1 各海岸保全施設の整備状況（令和４年３月 31 日現在）  

所 管 概        要  
海 岸 線 

 
総 延 長 

海 岸 保 
全 区 域 
指定延長 

海岸保全 
区 域 内 
施設延長 

 

国土交通省 
(水管理・
国土保全

局) 

 

昭和 25 年を初年度とし、出水海岸の保全
事業をはじめ海岸法施行に伴い、昭和 34
年度から本格的事業を推進している。 

 

 

1785.8km 

 

 

 

 

 192.0km 

 

 

 

 

 132.0km 

 

 

 

 

国土交通省 
(港湾局) 

 

 

 

昭和 45 年から本格的に海岸保全事業を開
始し、これまでに高潮、侵食等による被害
を防止するため、海岸保全施設の整備を推
進している。 

 

 436.1km 

 

 

 

 206.6km 

 

 

 108.6km 

 

 

 

農林水産省 
(水産庁) 

 

 

漁港海岸保全区域において、昭和 33 年度
を初年度とし、これまでに高潮、侵食等に
よる被害を防止するため、施設の整備を推
進している。             

 

 324.5km 

 

 

 145.6km 

 

 

 

  79.8km 

 

 

 

農林水産省 
(農村振興局) 

 

 

 

昭和 32 年を初年度とし、干拓地等の農地
を高潮、波浪、津浪等による被害を防止す
るために、海岸保全施設の新設、改修を実
施している。 

 

  96.6km 

 

 

 

  94.5km 

 

 

 

  75.1km 

 

 

 

計  

 

 

2643.0km 

 

 

 638.7km 

 

 

 395.5km 

 

 

   海岸保全施設の整備方策 

 県及び市町村は、台風時の高潮や冬期波浪等による被害が生じやすい海岸を対象と

して施設整備を実施してきたところであり、今後とも、引き続き、海岸保全基本計画

に基づき、海岸保全施設の整備を図る。 

 

２ 海岸保全施設の耐震化・液状化対策の推進  

 県及び市町村は、従来の台風、高潮等を念頭にした海岸保全施設整備事業に加え、津

波や地震災害に備え、老朽化した海岸保全施設の耐震診断・老朽度点検を行い、特に重

要な施設から改修等を計画的に推進する。また、護岸施設の液状化対策の検討や、情報

伝達手段の設備等の防災機能に優れた海岸保全施設の整備を推進する。 
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第３ 津波災害危険予想地域の把握  

 

〔実施責任：第十管区海上保安本部、危機管理防災局危機管理課、市町村〕 

 

１ 津波被害予測調査結果等の周知  

 津波災害に係る危険性については、県地震等災害被害予測調査（平成 24～ 25 年度）に

おいて、南西諸島沿いや鹿児島湾直下・南海トラフを震源とした地震や、桜島の海底噴

火による津波など、計 11 津波の調査がなされた。 

 県は、この調査結果をもとに、市町村への周知・指導を図るとともに、国の機関等の

実施した津波関連調査についても適宜その結果を把握して津波対策に活用出来るように

努める。 

 

 

２ 津波危険の把握  

 県は、県地震等災害被害予測調査や国の機関等の津波関連調査の成果を踏まえ、過去

の災害記録等も活用しつつ、被害が予想される市町村の津波災害危険予想地域の把握の

指導に努める。また、津波の危険性の高い市町村は、沿岸地域ごとに以下の内容を調査

し、専門的な点検項目については、専門機関の協力を得ながら津波災害危険の把握に努

める。 

  沿岸・河口部の形状、地盤高の把握 

  避難にあたっての避難経路の長さ、避難に係る時間及び避難路上の障害物の有無等

の把握 

  避難場所等の標高などの配置状況及び堅牢度等の調査 

  避難場所以外に津波避難ビル等に利用できる堅牢な建物分布状況の調査 

  その他の避難活動上の阻害要因等の把握（防潮堤の強度、傾斜、避難階段の有無）

  危険区域内に居住する住民構成や地域、近隣単位の自主避難体制の検討 

  過去の津波の遡上高等の痕跡等の発掘調査、保存 

 

 

第４ 津波災害に対する広報・避難体制の整備  

 

〔実施責任：第十管区海上保安本部、危機管理防災局災害対策課、市町村〕 

 

１ 避難の指示の伝達・広報体制の整備  

 津波に関する避難指示が出されたとき、沿岸住民や旅行者、海水浴客等に伝達できる

よう、防災行政無線（屋外同報系等による）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、

Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、

携帯電話（緊急速報メールを含む。）、ワンセグ放送等の広報手段を事前に整備してお

くとともに、防災行政無線や広報車等の広報手段の運用要領や広報案文を整備しておく

などの事前措置を講じておく。 

 （住民等への伝達・広報体制の整備方法は、第３章第２節「通信・広報体制の整備」 

 参照） 

 

２ 津波災害危険に対応した避難体制の整備  
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 地震発生後数分程度で津波の来襲が想定される区域について、市町村は、地震・津波

時の避難指示の伝達と沿岸住民の自主的な避難が可能な即応体制を整備しておく。 

 特に、沿岸地域に津波地震時用の避難場所、津波避難ビル等を広く指定・確保してお

く。また、避難するに際して、津波到達時間内に避難できるような経路を指定し、避難

所の標高などの配置状況及び安全性に関する調査等を踏まえて、適宜見直しを行う。 

 （避難体制の整備方法は、第３章第５節「避難体制の整備」参照） 

 

 

第５ 津波災害に関する訓練及び意識啓発の推進  

 

〔実施責任：第十管区海上保安本部、危機管理防災局災害対策課、市町村〕 

 

１ 各種広報媒体を活用した津波広報  

 県及び市町村は、広報紙、パンフレット、防災マップ、テレビ、ラジオ、新聞、ビデ

オ、映画等の多種多様な広報媒体を活用し、県民等に対して、津波に関する基礎知識、

津波災害危険の実態、津波からの避難の考え方や対策内容の普及・啓発を行い、周知に

努める。 

  （防災意識啓発の推進方策は、第４章第１節「防災知識の普及・啓発」参照） 

 

２ 津波災害に関する意識啓発  

 現在の県の津波危険の実態、過去の津波災害履歴、津波対策の現状及び今後の方針を

踏まえ、津波関連のシンポジウム、講習会の開催、地域の会合などのあらゆる機会をと

らえ、県民等に対して、繰り返し津波災害の啓発を行い、周知に努める。 

 

３ 津波災害に関する防災訓練・講習会等の実施  

 津波災害の危険性の高い市町村は、地域の実状に応じて津波の発生を想定し、住民参

加の訓練をするほか、釣り客や海水浴客等も加えた実践的な防災訓練の実施に努める。 
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第２節 土砂災害・液状化等の防止対策の推進  

 

 本県は、地形・地質条件から、土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊、斜面災害、液状化

等の被害を受け易く、地震時においても土砂災害、山地災害、農地災害等の被害が予想さ

れる。このため、これらの災害を防止するため、従来から推進されている事業を継続し、

地震に係る災害危険を解消するための事前対策を計画的に推進する。 

 また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成 12

年法律第 57 号、平成 13 年４月施行）（以下「土砂災害防止法」という。）に基づき、土

砂災害から住民の生命を守るため、危険性のある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備

や新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

第１ 土砂災害の防止対策  

 

〔実施責任：九州森林管理局、九州地方整備局、危機管理防災局危機管理課・災害

対策課、環境林務部森づくり推進課、土木部道路維持課・砂防課・都

市計画課・建築課、市町村〕 

 

 本県は、広範囲にシラス土壌に覆われている上、台風、豪雨の発生する頻度が高いた

め、土石流、がけ崩れ、地すべり等による土砂災害を受けやすい。また、津波をもたら

す地震時は震源の近傍を中心に斜面崩壊が生じ、これを直接的な要因とする人的被害の

発生が予測されるほか、道路交通の不通箇所が予測される。 

 県及び市町村は、各種法令等に基づく災害危険箇所の調査結果を踏まえて指定した危

険区域に対し、災害防止事業を行い、行為規制や巡視等予防上必要な措置を行う。 

 

 

第２ 液状化災害の防止対策  

 

〔実施責任：九州地方整備局、保健福祉部生活衛生課、農政部農地整備課・農地保

全課、土木部道路建設課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計

画課・建築課、市町村〕 

 

１ 法令遵守の指導  

 県及び市町村は、これまでの津波をもたらす地震時の液状化対策として、建築基準法

に基づく建築物の液状化対策の指導を行っており、今後とも耐震基準等に関する法令自

体の遵守の指導を対策の第一の重点とする。 

 

 

土 砂 災 害 の 防 止 対 策  土砂災害・液状化等の防止対策の推進 

液 状 化 災 害 の 防 止 対 策  

農 地 災 害 等 の 防 止 対 策  
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２ 地盤改良及び構造的対策の推進  

 津波をもたらす地震による液状化等の被害は、地盤特性及び地形・地質に大きく左右

される。また、本土や島しょ部の市街化が進んだ低地の沖積地盤における液状化の危険

性が高いと予測される。 

 したがって、今後、県及び市町村は、新規開発等の事業においてこれらの調査結果を

踏まえつつ、以下の液状化対策を推進する。 

  地盤改良の推進 

 新規都市開発、市街地再開発、産業用地の整備並びに地域開発等にあたっては、地

盤改良等の推進を図る。 

  構造的対策の推進 

 県・市町村等の防災上重要な基幹施設や地域の拠点施設で液状化の危険性の高い区

域を中心に、構造物については、地盤改良や基礎工法による対策、地下埋設物につい

ては、既存施設の技術的改良、新設管の耐震化、管網のネットワーク化などの補強対

策を実施する。 

 

３ 液状化対策手法の周知  

 県及び市町村は、これまで、液状化対策に関し県民・事業所等に対して周知・広報等

を行っているが、将来発生のおそれがある液状化の被害実態やそれらへの技術的対応法

方等についても、県民や関係方面への周知に努める。 

 

 

第３ 農地災害等の防止対策  

 

〔実施責任：農政部農地整備課・農地保全課〕 

 

県は、被災した場合の影響が大きい防災重点農業用ため池や農道橋などの農業用施設

について、市町村と連携を図りながら、必要に応じて耐震性の診断を実施し、対策の必

要なものはその整備に努める。 

  また、県及び市町村は、ダムや防災重点農業用ため池が万が一決壊した場合を想定し、

人的被害を軽減するため、被害想定区域や避難場所等を示したハザードマップを作成す

るなど、減災対策にも努める。 

 

 

第３節 防災構造化の推進  

 

 都市等の基盤施設の整備を推進し、災害の拡大を防ぎ、被害の軽減を目指す防災まちづ

くりを推進するため、これまで関係各課や関係機関において個別に実施されている都市等

の防災環境を整備するための事業を総合調整して実施する。 

 また、土地区画整理事業や再開発事業等をはじめとする各種法令・諸制度に基づく事業

を推進することにより既成市街地を更新し、新規開発に伴う指導・誘導を行うことにより

適正な土地利用を推進し、地震・津波災害に備えた安全な都市環境の整備を推進する。 

 

 ※詳細については、一般災害対策編第２部第１章第３節に準じる。 
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第４節 建築物災害の防止対策の推進（耐震診断・改修の促進等）  

  

 津波をもたらす地震時は、建物倒壊や火災による焼失等の被害が予想される。このため、

建築物の耐震性・安全性を確保し、建築物の倒壊、焼失等の被害の防止対策を推進する。

特に、既存建築物の耐震性の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平

成 7 年法律第 123 号）に定める「県建築物耐震改修促進計画」（平成 19 年 7 月）に基づき、

計画的かつ効率的に耐震診断・耐震改修の促進に努める。 

 なお、津波災害においては、防災拠点施設等の被災により、行政及び防災機能等の喪失

又は低下が想定されるため、新たに防災拠点施設等の機能強化対策として、行政庁舎及び

防災拠点施設等の設置の複数化やデータベースの管理体制の強化などに努める。 

 

 ※詳細については、一般災害対策編第２部第１章第４節及び地震災害対策編第２部第１ 

 章第３節に準じる。 

 

 

第５節 公共施設の災害防止対策の推進  

 

上・下水道、電力、ガス、通信等ライフライン施設、道路・橋梁、港湾・漁港、河川、

砂防施設、空港等の公共施設等は、都市・地域生活の根幹をなすものであり、これらが津

波や地震により被害を受け、機能麻痺に陥ることによる影響は極めて大きく、特にライフ

ラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支障を与える

とともに避難生活環境の悪化等をもたらす。 

このため、ライフライン施設や廃棄物処理施設について、津波災害に強い施設を整備す

るとともに、災害が発生したときも被害を最小限に止め、早期復旧が図られるよう、系統

多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保など施設の災害防止対策を推

進する。また、県は、広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を図るため、多様なラ

イフライン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構

築しておくよう努めるものとする。 

廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより電力供給や熱供給等の役

割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよ

う努める。 

 また、水道事業者及び下水道管理者は、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道シス

テムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体

となった対応に努めるものとする。さらに、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、

あらかじめ体制の構築に努めるものとする。 

 市町村は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するた

めの登録制度や、防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等により、代替水

源の確保に努めるものとする。 

                                                                                  

 ※詳細については、一般災害対策編第２部第１章第５節に準じる。 

 

 

第６節 危険物災害等の防止対策の推進  

 

〔実施責任：危機管理防災局消防保安課、市町村〕 
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 社会・産業構造の多様化等に伴う石油等の危険物や高圧ガス等の需要の拡大により、危

険物災害等による被害が予想される。 

 このため、津波をもたらす地震時の危険物や高圧ガス等の漏洩・爆発等による被害を極

力最小限に押えられるように予防措置を実施し、危険物災害等の防止対策を推進する。 

 県及び市町村は、石油コンビナート等の危険物施設等、火災原因となるおそれのある薬

品を管理する施設、ボイラー施設等について、最大クラスの津波を含む津波の被害を軽減

するための対策の強化、護岸等の耐津波性能の向上、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極

的実施等を促進するものとする。 
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第７節 津波防災研究等の推進  

 

〔実施計画：鹿児島県、市町村〕 

 

 県、市町村及び関係機関等は、関係研究機関との協力により、津波や地震防災に関する

調査研究を実施し、その成果の活用に努めるものとする。 

 

１ 重要防災基幹施設等の防災性能の調査研究  

  津波等による被害を軽減し、各種救援活動の拠点としての機能を確保するため、公共

建築物・構造物、港湾等の耐震性や液状化、津波等による機能障害の予測等に関する調

査研究に努める。 

 

２ 地域危険度の調査研究  

  市町村は、防災アセスメントを実施することにより、地域の災害危険性を総合的かつ

科学的に把握し、地区別防災カルテ、防災マップ等の作成に努める。 

 



第２部 津波防災予防 
第３章 迅速かつ円滑な津波災害応急対策への備え 

 津波 - 59

第３章 迅速かつ円滑な津波災害応急対策への備え  
 
 津波災害に際して、迅速かつ円滑な津波災害応急対策を実施するためには、事前に、応

急対策の実施体制（要領）や個々の対策に必要な物資・資機材等を整備しておく必要があ

る。本章では、このような津波災害対策への事前の備えについて定める。  
  また、海溝型巨大地震が発生した場合、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、

これまでの大災害で経験したことのないような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被

災、市町村等の行政機能の喪失、交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生、

ガソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足等を含め、事前の想定を超える事態が発生

するおそれがあることに十分留意しつつ、災害応急対策を行う必要がある。  
 
 
第１節 防災組織の整備  
 
 津波が発生した場合、広範囲にわたる人的・物的被害が発生することが予想されるため、

被害の拡大を防ぎ、被災者の救援に全力を挙げて対応できるよう、県、市町村及び各防災

関係機関は、それぞれの計画に基づき、迅速かつ的確な災害応急対策を万全に遂行するた

めの防災組織の整備を推進すると共に、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活

用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める。  
  また、防災に関する施策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立することにより、地域における生活者の

多様な視点を反映した防災対策の実施による地域の防災力向上を図る。  
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

第１ 県の応急活動実施体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課〕  
 
１ 職員の動員・配備体制の強化  

 職員（要員）を津波の発生初期からできるだけ早急かつ多く必要な部署に動員配備さ

せることは、応急対策を迅速かつ的確に実施していくうえで、極めて重要である。  
 このため、県、市町村及び各防災関係機関は、それぞれの機関において実情に応じ、

専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成、参集基準及び参集対象者の明確化、

連絡手段の確保、参集手段の確保、参集職員が徒歩参集可能な範囲での必要な宿舎の確

保及び携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討し、職員の非

常参集体制の整備を図る。  
  なお、県は、職員が災害発生後速やかに配備につき、職務に従事・専念できるよう、 

県 の 応 急 活 動 実 施 体 制 の 整 備  防 災 組 織 の 整 備 

平常時の防災組織相互の連絡調整体制の整備  

広 域 応 援 体 制 の 整 備  
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以下の対策を推進する。  
 （県の動員配備体制は、第３部第１章第１節第１「県の応急活動体制の確立」参照）  
  初動体制の整備  
 ア  災害対策職員用携帯電話の整備  

 初動段階の災害対策要員の確保を図るため、本部長をはじめ危機管理防災局等主

要部局の職員等に携帯電話を常時所持させ、気象情報等自動伝達システムにより、

迅速に動員配備できるようにする。  
 イ   マニュアルの整備  

 災害対策要員の動員配備を適切に行い、情報の収集・伝達や各種救援活動に関す

る初動段階の活動要領等のマニュアルを作成する。  
  ウ  24 時間体制の整備  

 勤務時間内・外を問わず常に要員が待機することにより、予測が困難な津波や地

震についても迅速な初動体制が確保できるよう、非常勤嘱託員による 24 時間体制を

実施する。  
   庁内執務室の安全確保の徹底  

 勤務時間中の地震発生時に、執務室内の備品の倒壊等で職員が負傷することのない

よう、備品の固定化、危険物品の撤去等庁内執務室の安全確保に努める。  
 
２ 災害対策本部の運営体制の整備  

 災害発生時において、災害対策本部の円滑な運営を図るため、以下の対策を推進する。 
 （県災害対策本部の設置方法は、第３部第１章第１節第１「県の応急活動体制の確立」 

 参照）  
   災害対策本部（本庁・災害対策本部室）運営マニュアルの作成  

 津波等の発生直後に参集してきた職員の誰もが手際よく災害対策本部（本庁・災害

対策本部室）を設置できるよう、情報通信機器の設置方法やレイアウト等を含むマニ

ュアルを作成する。  
   災害対策本部職員用物資の確保  

 災害対策本部の職員がその能力を最大限に発揮できるよう、少なくとも２～３日分

の水、食糧、毛布等を備蓄する。  
   本部連絡員、災害対策本部室の職員の育成  

 本部連絡員及び災害対策本部室員が災害発生時に的確な活動を行うため、平常時か

ら特に以下の点について習熟できるよう、重点的な研修しておく。  
ア 動員配備・参集方法  
イ 本部の設営方法  
ウ 防災無線ほか各種機器の操作方法等  

 
 
第２ 平常時の防災組織相互の連絡調整体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課〕  
 
１ 情報連絡体制の充実  

 県、市町村及び防災関係機関は、大規模な津波が発生した場合、迅速かつ的確な災害

情報等の収集・連絡が行えるようにするため、平常時から以下のように、防災組織相互
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の連絡調整体制の整備に努める。  
 （県災害対策本部と防災関係機関との協力系統図は、第３部第１章第１節「応急活動

体制の確立」参照）  
  情報連絡体制の明確化  

 情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための情報収集・連絡体制の窓口等の明確

化に努める。  
  勤務時間外での対応  

     県、市町村及び防災関係機関は、相互間の情報収集・連絡の対応が勤務時間外でも

可能なように、連絡窓口等体制の整備に努める。  
 
２ 防災関係機関との協力体制の充実  

 県及び市町村は、国と連携して、避難生活に必要な物資の備蓄、避難所環境の整備、

地域のボランティア人材の確保・育成や災害発生時における官民連携の強化など、地域

防災力の向上に努めるものとする。また、災害時に迅速かつ円滑な防災組織相互の情報

収集・連絡が行えるように、以下の対策を進める。  
   日頃から情報交換を積極的に行う。  

 県、市町村及び防災関係機関は、防災に関する情報交換を日頃から積極的に行って、

防災組織相互間の協力体制の充実に努める。  
   通信体制の総点検及び非常通信訓練の実施  

 県、市町村及び防災関係機関は、災害時の通信体制を整備するとともに、地区非常

通信連絡会と連携し、毎年、通信体制の総点検及び非常通信訓練を実施するよう努め

る。  
 
３ 自衛隊との連絡体制の整備  

 自衛隊への災害派遣要請は、人命・財産の保護のためにやむを得ないと認められる事

態が発生した場合、迅速かつ円滑に行わなければならない。  
 このため、自衛隊への災害派遣に関する必要な以下の事項について整備しておく。  

   県による要請手続き等の明確化  
 県は、災害派遣要請事項、災害派遣の手続きについて、災害時に迅速に実施できる

ように手続き等を明確化しておく。  
   市町村における連絡手続き等の明確化  

 市町村は、県と連絡が取れない場合の自衛隊の災害派遣について、連絡手続等を迅

速に実施できるように市町村地域防災計画に明示しておく。  
   自衛隊との連絡体制の整備  

 県及び市町村は、地区を管轄する自衛隊と日頃から情報交換や訓練等を通して、連

絡体制の整備を図る。  
 
 
第３ 公的機関及び各防災関係機関の業務継続性の確保  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課、市町村、防災関係機関〕  
 
１ 県、市町村及び各防災関係機関は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高

い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投
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入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継 

続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るよう努める。  
  また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏

まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・点検等の実施、訓練等を通じた

経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂

などに努める。  
２ 特に、県及び市町村は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重

要な役割を担うこととなることから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも

首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の

代替庁舎等の特定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手

段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定め

ておくよう努める。  
 
 
第４ 広域応援体制の整備  
 

〔実施責任：九州管区警察局、危機管理防災局災害対策課、県警察、市町村〕  
 

１ 他県及び九州地方整備局との広域応援協定等の締結  
 九州・山口９県をはじめ、都道府県及び九州地方整備局とあらかじめ大規模災害時の

広域応援に関する協定を締結し、日頃から情報交換や連絡調整に努める。  
（九州・山口９県災害時応援協定、その他の相互応援協力協定及び九州地方整備局と

の応援協定は、第３部第１章第４節「広域応援体制」参照。自衛隊及び災害派遣要請

権者の連絡場所及び自衛隊派遣要請系統は、第３部第１章第５節「自衛隊の災害派遣」

参照）  
 
２ 市町村における県及び他市町村等との相互応援体制の整備  

 県内の市町村は、鹿児島県及び県内市町村間の災害時相互応援協定等に基づき、県及

び県内の他市町村等に対する応援を求める場合を想定し、日頃から情報交換や連絡調整

に努める。また、県外の市町村等とも、あらかじめ大規模災害時の広域応援に関する協

定を締結し、日頃から情報交換や連絡調整に努める。  
 
 

３ 緊急消防援助隊の編成  
 県外への消防広域応援については、都道府県単位で設置した緊急消防援助隊を中心に

応援隊を派遣するものとする。  
 なお、県は、大規模災害に備え、常に応援可能部隊の実態把握に努める。  

   
 
４ 警察災害派遣隊の整備等  

 県警察は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察災害派遣

隊の派遣要請が予想されることから、平素から招集・派遣制の整備等を図る。  
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第２節 通信・広報体制（機器等）の整備  
 
 大規模な津波が発生した場合、通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想さ

れる。  
 このため、被害の拡大を防ぎ、被災者の救援に全力を挙げて対応するため、県、市町村

及び防災関係機関は、災害に強い通信回線の整備・多重化・耐震化や通信が途絶している

地域で、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、長時間の停電に対応可能な非常

用発電機の整備、通信機器等の保管設置場所の嵩上げや複数化など通信・広報体制（機器

等）の整備を推進する。また、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＩｏＴ、ＳＮＳの

活用など、災害対応業務のデジタル化を促進する必要がある。デジタル化に当たっては、

災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・

共有の体制整備を図る必要がある。  
 県及び市町村は、各種防災関連システムの利活用の促進や操作習熟を図るため、研修や

訓練の実施に努めるものとする。  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

第１ 県の通信施設の整備  
 

〔実施責任：九州地方整備局、危機管理防災局災害対策課〕  
 
１ 災害時等の通信施設の整備  
   県防災行政情報ネットワークによる通信体制の整備  

 県では、災害時における迅速・的確な情報の収集・伝達体制を確立するための通信

手段として、防災行政無線系（地上系、衛星系）と光ネットワーク系により整備して

いる。なお、現行の防災行政情報ネットワークの概要は次のとおりである。  
 ≪資料編 ５．１  (１ ) 県防災行政情報ネットワーク構成図≫  
ア 整備概要  

   (ｱ) ネットワークの構成  
 県庁と地域振興局、保健所等の出先機関及び九州地方整備局、市町村、消防本

部、防災関係機関等で構成されている。  
   (ｲ) 通信回線  
    ａ  地上系固定通信回線  

県 の 通 信 施 設 の 整 備  通信・広報体制（機器等）の整備 

市 町 村 の 通 信 施 設 の 整 備  

関 係 機 関 の 通 信 施 設 の 整 備  

防 災 相 互 通 信 無 線 の 整 備  

非 常 通 信 体 制 の 整 備  

広 報 体 制 の 整 備  
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 県庁と地域振興局等、九州地方整備局との間を回線容量の多い多重無線回線

で結んでいる。  
    ｂ  地上系移動通信回線  

 全県を通信エリアとする全県移動系回線で県庁及び各地域振興局等と土木部

等所管の公用車の移動局との間を結んでいる。  
    ｃ  衛星系通信回線  
      県庁と市町村との間を衛星系通信回線で結んでいる。    ｄ  有線系  

 県庁と地域振興局、九州地方整備局、市町村、消防本部等との間を光ネット

ワークで結んでいる。  
   (ｳ) システムの通信機能  
    ａ  個別・一斉通信機能  

 ネットワーク構成機関相互の通信、衛星通信ネットワークを配備した国や自

治体等との個別通信のほか、地域振興局・市町村・消防本部等への音声・デー

タによる一斉通信ができる。  
    ｂ  映像伝達機能  

 県庁から衛星系通信回線を利用して、消防庁や他の自治体へ映像の伝送がで

きるほか、市町村では映像の受信が可能である。  
    ｃ  通信統制・機器監視制御機能  

 県庁を全局の監視・制御局とし、ネットワークの監視を行うとともに、全局

の運用状態等を集中管理しているほか、地上系通信回線及び衛星系通信回線に

おいては災害時における通信の輻輳に対処するため、県庁に通信統制機能を備

えている。  
   (ｴ) 防災上の設備強化対策  
    ａ  中継回線・ループ化、回線の２ルート化  

 地上系の中継回線をループ化するとともに、県庁と市町村との間を衛星系と

有線系により２ルート化し、回線の信頼性確保を図っている。  
    ｂ  機器の二重化・予備電源の配備  

 主要回線の無線機器等を二重化するとともに、全局に予備電源装置（発電機、

無停電電源装置等）を配備し、機器等の障害や停電に対する安全対策を講じて

いる。  
    ｃ  モバイル映像伝送の配備  

 災害現場等からの映像情報を、インターネット網、衛星通信回線を利用して

災害対対策本部に伝送するシステムを平成 25 年度に配備した。  
   (ｵ) 機器の保守体制  

 通信機器は定期的に保守点検を行い、性能の維持及び障害の未然防止を図って

いる。  
 なお、機器に障害が発生した場合は、速やかに復旧処理にあたる体制をとって

いる。  
   消防防災無線等による整備  

 県では、国との間で既存の消防防災無線・水防無線共用設備網を、運用している。  
ア 消防防災無線回線網  

 県庁と総務省消防庁及び各県消防防災所管課と電話・ファクシミリによる通信が

できる。  
イ 水防無線回線網  
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 県庁と国土交通省及び各県土木部と電話・ファクシミリによる通信ができる。  
ウ 中央防災無線網  

 県庁と内閣府との間で電話・ファクシミリによる通信及びＴＶ会議ができる。  
   防災相互通信用無線の整備  

 災害現場等において、防災関係機関と協力して円滑な防災活動を実施するため、県、

市町村、防災航空センター及び防災ヘリ相互の通信を行う防災相互通信用の基地局及

び移動局を配備している。  
⑷ ヘリコプター衛星通信システムの整備  

県は、機動的な情報収集活動を行うため、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサ

ット）等による画像情報の収集・連絡システムを整備している。  
 

２ 防災情報システムの整備  
 県は、平成 22 年度に改修した災害対策本部室の防災情報システムについて、災害時に

有効なテレビ会議機能、ＣＡＴＶ、インターネット等多様な通信メディアの活用の可能

性についての調査検討を行う。  
 

３ 県総合防災システムの整備  
県は、市町村との間でインターネット及び光系ネットワークを活用し、災害情報の収

集・共有・伝達が可能な県総合防災システムを整備している。  
 《資料編 ５．７ 県総合防災システムの概要図》  

国の総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に連接し、国や公共機関等と横断的

に共有すべき防災情報の共有化を図れるよう努める。  
 
 
 
第２ 市町村の通信施設の整備  

 
〔実施責任：市町村〕  

 
１ 通信施設の整備対策  

 市町村は、住民に対して気象・防災に関する情報を迅速に伝達するための市町村防災

行政無線（屋外拡声方式及び戸別受信方式）、並びに災害現場等との通信を確保するた

めの移動無線系設備や衛星携帯電話等を整備するなど多種多様な通信手段で、確実に情

報収集・伝達ができる体制づくりに努める。特に、戸別受信方式は、災害発生の危険性

の高い、以下のような災害危険箇所のある区域を重点に積極的に整備を進める。  
  津波危険のある地区  
  急傾斜地崩壊危険箇所のある地区  
  地すべり危険箇所のある地区  
  土石流発生危険渓流のある地区  
  水防計画に定められた河川等の危険区域のある地区  
  山地災害危険地区のある地区  
  宅地造成工事規制区域のある地区  
  建築基準法に基づく危険区域のある地区  
  高齢化の進んでいる過疎地区  
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  主要交通途絶予想箇所のある地区  
  その他、市町村防災計画に掲載されている災害危険箇所のある地区  
 ≪資料編 ５．２ 市町村防災行政無線等の整備状況≫  

 
２ 通信施設の運用体制の充実・強化  

 災害時に迅速かつ的確な通信連絡が行われるように、日頃から通信施設の運用体制の

充実・強化に努める。  
  通信機器の操作の習熟  

 日頃から訓練等を通して、通信機器の操作の習熟に努める。  
  通信機器の保守体制の整備  

 通信機器は定期的に保守点検を行い、性能の維持及び障害の未然防止に努める。な

お、通信機器に障害が生じた場合は、速やかに復旧処理にあたる体制を整備する。  
   長時間対応可能な非常用電源設備の整備  
   大規模災害においては、停電復旧作業に時間を要することから、非常用電源設備の

浸水対策等を講じるとともに、長時間対応可能な設備の整備に努める。  
 
 
第３ 関係機関の通信施設の整備  
  

〔実施責任：西日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式会社、九州電力株式会社、

県警察〕  
 
１ 関係機関の通信手段の充実  

 各関係機関は、日常の準備体制、災害発生が予想される場合の警戒体制及び非常災害

時の対応について計画を定め、通信手段の充実に努める。  
⑴ 西日本電信電話株式会社の通信手段  

ア 災害時優先電話による通信  
 災害時に電話が輻輳した場合、通常一般電話の規制が行われるが、災害の復旧や

救援等を行うために必要な重要通信は、災害時優先電話として通話の規制が行われ

ず、優先的に取り扱われる。  
イ   事前設置型特設公衆電話による通信確保  

ＮＴＴ西日本では、大規模災害発生時に迅速かつ確実な通信手段の確保を目的と

して特設公衆電話の事前設置を進めている。具体的には、避難所等へ事前に通信回

線を設置することにより、災害発生時、自治体が電話機を接続することにより迅速

に避難者の通信確保を図る。  
（第６節別記「孤立集落対策マニュアル」参照）  

 ⑵  警察の通信手段  
ア 警察有線電話手段  

 警察有線電話を利用し、通信相手機関を管轄する警察機関（県警察本部、各警察

署、幹部派出所、交番、駐在所）を経て通信連絡する。  
イ 警察無線電話による通信  

 警察無線電話を利用し、通信相手機関を管轄する警察機関（県警察本部、各警察

署、幹部派出所、交番、駐在所）を経て通信連絡する。  
⑶ ＪＲ電話による通信  
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 ＪＲ所属の電話を利用し、通信相手機関の最も近い駅等を経て通信連絡する。  
⑷ 九電電話による通信  

 九州電力株式会社所属の電話を利用し、通信相手機関の最も近い支店、支社、電事

業所等を経て通信連絡する。  
 
２ 関係機関の通信手段の活用方法の習熟  

 県・市町村及び関係機関は、相互に連携を密にし、災害時に関係機関の通信手段の活

用が図られるよう努める。  
 ≪資料編 ５ 通信施設に関する資料≫  

 
第４ 防災相互通信無線の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、市町村、関係機関等〕  
 
１ 通信施設の整備対策  

 県、市町村及び防災関係機関は、防災相互通信用無線を活用し、災害発生時の災害現

場等において防災関係機関が相互に防災対策に関する通信が行えるよう、防災相互通信

用無線の整備に努める。  
 市町村は、孤立化が予想され、防災相互通信用無線が配備されていない地区等へは、

早急な防災相互通信用無線の配備に努める。  
 ≪資料編 ５．３ 防災相互通信用無線の設置状況≫  

 
２ 通信施設の運用の充実  
   県・市町村及び関係機関は、相互に連携を密にし、災害時に関係機関の通信手段の活  
 用が図られるよう努める。  
 
 
第５ 非常通信体制の整備  

 
〔実施責任：危機管理防災局危機管理課〕  

 
１ 非常通信訓練の実施  

 災害時等における非常通信の円滑かつ効率的な運用と防災関係機関相互の協力体制を

図るため、平常時より非常通信の伝送訓練等を行い、通信方法の習熟と通信体制の整備

に努める。  
 非常通信を利用できる時期は、各種災害時等の非常事態が発生し、又は発生のおそれ

がある場合で、自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が使用できないとき、

又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第 52 条の規定に基づき非常通信の

活用を図ることとなっている。  
 ≪資料編 ５．６ 鹿児島地区非常通信連絡会会則及び構成表≫  

 
２ 非常通信の普及、啓発  

 防災関係機関に対し、災害時における情報連絡手段としての非常通信の有効性及び利

用促進について普及啓発を行う。  
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第６ 広報体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課、総務部広報課〕  
 
 津波災害時に放送機関の協力のもとに、早期予防、避難に関する緊急情報をテレビ、ラ

ジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）を通じて県民に提供するため、緊急情報提供シス

テム、Ｌアラート（災害情報共有システム）を効果的に活用する。  
（システムの概要は、第３部第２章第３節第１「県及び市町村による広報」、運用方法は、

第３部第２章第３節第３「報道機関等に対する放送の要請・公表」参照）  
また、インターネット（県庁ホームページ、Ｘ（旧ツイッター）、県公式ＬＩＮＥ等の

ソーシャルメディア、ポータルサイト、鹿児島県防災Ｗｅｂ）やＬアラート（災害情報共

有システム）、緊急速報（エリアメール等）、ワンセグ放送等の多様な媒体の活用体制の

整備に努めるとともに、情報の地図化による伝達手段の高度化に努めるものとする。  
 デジタル機器の利用が困難な方や通信が途絶した場合の代替手段として、紙媒体での情

報提供の仕組みの構築も検討するものとする。  
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第３節 津波等観測体制の整備  
 
 津波による災害を未然に防止し、あるいは軽減するため、津波をもたらす地震の震度や

波高・潮位等の観測・監視施設の整備を図る必要がある。  
 このため、観測施設を有する機関は、当該施設及び観測体制の整備を推進するとともに、

これらの施設による観測資料の活用・提供等に積極的に協力するものとする。  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

第１ 津波観測体制の整備  
 

〔実施責任：鹿児島地方気象台、危機管理防災局災害対策課、市町村〕  
 
１ 鹿児島地方気象台における津波災害等に関する業務体制の整備  

 鹿児島地方気象台は、気象庁防災業務計画に基づき、津波災害に関する業務体制の整

備充実を図る。  
  観測施設の整備充実  

 県下及びその周辺域の津波や津波をもたらす地震活動等を監視するため、津波観測

施設や地震計などを適切に整備配置し、津波や地震の観測を実施するとともに、関係

行政機関、県市町村等と協力して観測体制の充実に努める。  
  気象庁が発表する津波警報等、津波や地震に関する情報等を迅速かつ的確に関係機

関等に伝達できる体制の整備に努める。  
  津波や地震関係資料のデータベース化の構築  

 災害発生時等において、津波警報等津波や地震情報を補完するための資料を防災機

関へ適時・適切に提供できるよう、過去の津波や地震関係資料を収集・整理しデータ

ベース化を図る。  
 ≪資料編 ４．６ 地震観測点及び震度観測点≫  
 （潮位観測所一覧は、「鹿児島県水防計画書」参照）  

 
２ 主要関係機関における津波観測体制の整備  

 県、市町村及び主要関係機関における観測施設の整備については、現有施設の十分な

活用を行うとともに、地震計、自記雨量計、自記水位計等の整備充実を図る。  
    また、県及び市町村は、迅速な津波の伝達のため、その伝達体制及び設備等の充実を

図るよう努める。  

津 波 観 測 体 制 の 整 備  津 波 等 観 測 体 制 の 整 備 

気 象 情 報 自 動 伝 達 シ ス テ ム の 活 用  

震 度 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 活 用  
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第２ 気象情報自動伝達システムの活用  
 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課〕  
 
 気象情報自動伝達システムの活用により、津波情報等を自動的に市町村や消防本部に防

災行政情報ネットワークシステムで送信するとともに、防災関係職員の参集のために、関

係職員の公用携帯電話に津波情報等を電子メール等で送信し、津波や地震発生時等の初動

体制の確立を図る。  
 （気象情報自動伝達システムの概要及び運用方法は、第３部第２章第１節「津波警報等 

 及び津波情報等の収集・伝達」参照）  
 
 
第３ 震度情報ネットワークシステムの活用  
 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、市町村〕  
 

 消防庁、県、市町村をネットワークで結び、県下各地に配備した計測震度計を利用し、

県下市町村の震度情報を集約できる震度情報ネットワークシステムを活用し、地震発生時

の初動体制や広域応援等災害応急体制の確立を図る。  
 （震度情報ネットワークシステムの概要及び運用方法は、第３部第２章第１節「津波警 

 報等及び津波情報等の収集・伝達」参照）  
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第４節 消防体制の整備  
 
 津波や地震の発生に際して、消防活動が迅速かつ的確に実施できるよう、消防活動の組

織、方法及び関係機関との協力体制を確立しておく必要がある。このため、消防本部等の

ほか、消防団、地域住民及び事業所による消防活動体制、並びに消防用水利、装備、資機

材等の整備を推進する。  
 

 

 

 

 
 

  ※詳細は、一般災害対策編第２部第２章第４節に準じる。  
 
 
第１ 消防活動体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局消防保安課、市町村〕  
 
１ 消防活動体制の整備・強化（消防職員・団員）  
 

  消防組織の充実強化  
 整備された装備・資機材を十分に活用して、より高度な消防活動が行えるよう消防

職員及び消防団員について、より高度な教育・訓練を実施することにより、消防活動

体制の整備・強化を図る。  
 また、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の充実強化に

向けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、

必要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団

員の入団促進等に取り組むものとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員

がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努めるものとする。  
  消防団の育成強化  

ア 消防団の育成強化の必要性  
 消防団は、常備消防と並んで、地域社会における消防防災の中核として救出救助、

消火等をはじめとする防災活動において重要な役割を果たしている。しかしながら、

近年の消防団は、団員数の減少、高齢化等の問題を抱えており、その育成強化を図

ることが必要となっている。  
イ 消防団の育成強化策の推進  

 県及び市町村は、以下のとおり消防団の育成強化に努め、地域社会の防災体制の

強化を図る。  
   (ｱ) 消防団員の能力活用  

 消防団員の知識・技能等は、地域社会にとって有用であることから、これらを

地域社会に広め、地域住民の消防団活動に対する理解を促進し、消防団への参加、

協力の環境づくりを進める。  
   (ｲ) 消防団への参加促進  

 消防団への参加者が減少の傾向にあることから、事業所に対する協力要請及び

消 防 活 動 体 制 の 整 備  消 防 体 制 の 整 備 

消 防 用 水 利 、 装 備 、 資 機 材 の 整 備  
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女性消防団員の加入促進等を通じて消防団への参加を促進する。  
 また、消防団員の資質向上を図るため、教育・訓練の充実を図る。  

 
２ 地域住民の出火防止・初期消火体制の整備・強化  

  一般家庭に対する出火防止の指導  
 市町村は、一般家庭における出火を防止するため、自主防災組織等を通して、地震

時における火気使用の適正化や消火器具、ガスのマイコンメーター、感震ブレーカー

等の普及等、出火防止の指導に努める。  
  地域住民の初期消火体制の整備  

 市町村は、地域単位で、自主防災組織の育成を図るとともに、日頃から地震時の初

期消火等について知識、技術の普及に努める。  
 
３ 事業所の出火防止・初期消火体制の整備  

  事業所に対する出火防止の指導  
 市町村は、消防用設備等の維持点検と取り扱い方法の徹底について指導する。  

  事業所の初期消火体制の整備  
 災害発生時における応急措置要領を定めるとともに、自主防災組織（自衛消防隊等）

の育成を図る。また、地域住民と日頃から連携を図り、地震時には協力して初期消火

体制が確立できるように努める。  
 
 
第２ 消防用水利、装備、資機材の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局消防保安課、工業用水道部工業用水課、市町村〕  
 
１ 消防用水利の整備〔耐震性貯水槽等〕  
 

  消防水利の整備方策  
 耐震性貯水槽等、水利の多様化を基本に、以下の方策により水利を整備する。  
ア 消防施設の整備方針  

 国の示す消防水利の基準に適合するよう、消防施設強化促進法に基づく国庫補助

等の利活用、並びに有効的自己財源の投入等により整備の促進を図る。  
イ 畑地かんがい用貯水池及び給水栓の活用  

 管理者である土地改良区との協議のもと、畑地かんがい用の貯水池、給水栓を消

火用水として活用する。  
ウ 工業用水の活用  

 県が管理する工業用水を非常時における消火用水として活用する。  
 

 
２ 消防用装備・資機材の整備（装備、車両等）  
 

  消防用装備・資機材の整備方策  
 大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消防ポンプ自動車等の消防用機

械・資機材の整備促進に努めるものとする。  
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３ 通信手段・運用体制の整備（消防本部・団）  

  消防通信手段の整備方策  
ア 通信手段（消防・救急無線等）の整備  

 消防・救急無線については、計画的に無線設備の更新整備を行うほか、固定局、

移動局ともに全国共通波（２波）の整備を促進するとともに、従来の無線設備及び

通信方式であるアナログ通信方式を平成 28 年５月 31 日の期限までにデジタル通信

方式に移行し、消防指令センター間ネットワーク接続機能及び調整本部接続機能を

実現させることにより、大規模災害時における広域応援体制の充実強化を図り、他

の消防機関の部隊等との通信を確保する。  
 また、津波や地震災害に強い衛星通信システムによる通信網の整備、高所カメラ  
による早期支援情報の収集、部隊運用装置、消防・救急無線通信網デジタル化によ

る消防部隊の運用機能の強化を図る。  
 なお、その他の消防通信体制については、次の機器等の整備の促進に努める。  
 

 
・ 多重無線通信機  
・ 衛星通信システム  
・ 早期支援情報収集装置  
・ 津波等災害対策用通信設備等（可搬無線機、携帯無線機、全国共通波（増波）基

地局等）  
 

 
イ 通信・運用体制の整備  

   (ｱ) 各消防本部における消防緊急通信指令システムの整備、通信員の専任化を促進

し、緊急時における通報の受理及び各署所への出動指令の迅速化を図るほか、消

防・緊急活動に必要な緊急医療、消防水利、道路、気象情報等のバックアップ体

制を強化する。  
   (ｲ) 被害情報及び消防力情報を迅速に収集・管理するとともに、部隊運用に最適な

支援情報を提供する体制の整備を図る。  
   (ｳ) 住民への情報提供及び平常時から住民の防災意識・防災行動力の向上を啓発す

る体制の整備を図る。  
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第５節 避難体制の整備  
 
 津波災害においては、住民の避難を要する地域が数多く出ることが予想される。  
 このため、津波避難に関する計画や津波災害時における市町村長等の避難指示権者が行

う避難の指示等の基準、防災マップ及び海抜表示板等を作成し、その周知に努めるなど、

関係住民の適切・安全な避難体制を推進する。なお、避難に際しては、特に、高齢者、障

害者その他の要配慮者の安全な避難について留意する。  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
第１ 安全に避難するための計画の策定  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課、市町村〕  
 
１ 津波避難計画の策定  

 津波発生時の避難を円滑に行うため、津波による浸水が想定される市町村においては、

次の点に留意の上、地域の実情を考慮した具体的な避難計画を策定するよう努める。  
 県は、市町村の検討を支援するため、国のマニュアル等を参考にして津波避難計画を

策定するための指針等を提示する。  
  津波避難計画の策定に当たっては、津波到達時間を想定し、避難のシミュレーショ

ンを実施するなどの評価を行った上で、地形や避難場所の整備状況など地域の実情を

踏まえる。  
  津波避難計画の検討に当たっては、住民、自主防災組織、ＮＰＯ法人、消防機関、

警察等の多様な主体の参画を得て実施する。  
  地域における生活者の多様な視点を反映した対策を実現するため、女性の視点を取

り入れることにも配慮する。  
  津波避難計画は、津波避難訓練で明らかになった課題や津波防災対策の実施、社会

条件の変化等に応じて必要な見直しを行う。  
  津波避難計画において定めるべき事項は、概ね次のとおりとする。  

ア 津波浸水予想地域、津波到達時間  
イ 避難対象地域  
ウ 避難先（避難目標地点、避難場所、避難ビル）及び避難経路（避難路、避難経路）

エ 避難困難地域  

安 全 に 避 難 す る た め の 計 画 の 策 定  避 難 体 制 の 整 備 

避 難 場 所 及 び 避 難 所 の 指 定 等  

地 域 に お け る 避 難 体 制 の 整 備  

広 域 避 難 体 制 の 整 備  

各 種 施 設 に お け る 避 難 体 制 の 整 備  

避 難 所 の 収 容 ・ 運 営 体 制 の 整 備  
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オ  初動体制  
カ 津波情報の収集・伝達  
キ 高齢者等避難・避難指示の発令  
ク 津波防災教育・啓発  
ケ 津波避難訓練の実施  
コ その他留意点  

    （参考：資料編「付録１ 鹿児島県津波避難計画策定指針」）  
 
２ 避難手段の考え方  

 津波発生時の避難に当たっては、徒歩避難を原則とする。  
 ただし、歩行困難者が避難する場合や想定される津波に対して徒歩で避難が可能な距

離に適切な避難場所がない場合のように、自動車避難を検討せざるを得ない場合には、

自動車避難に伴う危険性を軽減するための努力をするとともに、自動車による避難には

限界があることを認識した上で検討を行う。  
 
３ 避難誘導体制  

  県及び市町村は、消防職団員、水防団員、警察官、市町村職員など防災対応や避難

誘導・支援にあたる者の危険を回避するため、津波到達時間内での防災対応や避難誘

導・支援に係る行動ルールや退避の判断基準を定め、住民等に周知するものとする。

また、避難誘導・支援の訓練を実施することにより、避難誘導等の活動における問題

点を検証し、行動ルール等を必要に応じて見直す。  

  市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、

自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、Ｎ

ＰＯ法人やボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時から避難行動

要支援者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努めることとする。また、要配

慮者への対応を強化するため、情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練

の実施に努める。  

  市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時にお

ける幼稚園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の

構築に努める。  

  県及び市町村は、要配慮者等が津波からの避難後に命の危険にさらされる事態を防

ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。 

  
第２ 避難場所及び避難所の指定等  
 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、保健福祉部社会福祉課、教育庁、市町村、

関係機関〕  
 
１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定  

 市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、都市公園、都市

農地、公民館、学校等の公共的施設等を対象に想定される地震の諸元に応じ、その管理

者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急

避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施

設等をあらかじめ指定し、平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ
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方法等について、住民への周知徹底を図る。  
 なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。  
⑴ 指定緊急避難場所  
  市町村は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地

するが災害に対して安全な構造を有し、想定される津波の水位以上の高さに避難者の

受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避

難場所の開放を行うことが可能な管理体制を有するものを指定するとともに、沿岸部

においては、津波避難ビルの指定や津波避難タワー等の整備に努める。  
   また、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、津波浸

水深以上の高さを有することを基本とするとともに、やむを得ず津波による被害のお

それのある場所を避難場所に指定する場合は、建築物の耐浪化及び非常用発電機の設

置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など防災拠点化を図る。  
⑵ 指定避難所等  
  市町村は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災

者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災

害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるもの

を指定する。  
また、指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障害者、医療的ケア

を必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定するよう努める。

特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電

源の確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。さらに、福祉避難所として要

配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保

するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相

談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるた

めに必要な居室が可能な限り確保されるものを指定する。特に、要配慮者に対して円

滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努める。  
市町村は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくるこ

とがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際

に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。更に、前述の公示を活用しつつ、

福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、

要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努

めるものとする。  
   なお、市町村は、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であ

ることに配慮するとともに、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の

上、避難者の範囲と規模、運営方法、管理者への連絡体制、施設の利用方法等につい

て、事前に学校・教育委員会等（県立学校については県教育委員会）の関係部局や地

域住民等の関係者と調整を図る。  
    
２ 指定避難所の整備  

市町村は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保するために、あ

らかじめ、避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を作成するよう

努めるとともに、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるも

のとする。また、必要に応じ、指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。  
市町村は、感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認
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しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉

担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努める。また、必要な場合には、ホテル

・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努める。  
  指定避難所において救護施設、防水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マット、簡

易ベッド、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット

機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の

整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ・ラジオ等の機器

の整備を図る。  
  また、停電時においても施設・設備の機能が確保されるよう、長時間対応可能な電源

を確保するため、再生可能エネルギーの活用も含めた非常用発電機の整備に努める。  
  特に、学校施設等においては、電気、水道等のライフラインの寸断や大規模災害によ

る避難所設置期間の長期化に備えて、備蓄倉庫、情報通信設備、貯水槽・井戸、自家発

電設備等の防災機能の向上を図る整備についても考慮しておく。  
 

３ 避難所における備蓄等の推進  
 指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適なトイレ環境確保の

ための携帯トイレ、簡易トイレ、食料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキ

ッチン資機材、安眠確保のための段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、毛布、

プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進のための入浴設備、洗濯設備、乳

児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレット

ペーパー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生活

に必要な物資を備蓄するものとし、これらの物資の備蓄状況については、年に１回、広

く住民に公表するものとする。この際、避難生活に必要な物資の備蓄については、想定

し得る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量（最低

３日間、推奨１週間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものと

する。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。  
 
第３ 地域における避難体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課、保健福祉部社会福祉課、

教育庁、県警察、市町村〕  
 
１ 避難の指示・誘導体制の整備  

  避難指示等の基本方針（実施基準及び区分等）の明確化  
ア 市町村長は、地震の発生に際し必要があると認めるときは、必要と認める地域の

居住者等に対し、高齢者等避難（避難に時間を要する高齢者等の避難を促すことを

いう。以下同じ。）、避難指示（危険な場所にいる居住者等に対して立退き避難を

指示することをいう。以下同じ。）を発令し、居住者等に避難行動を促すものとす

る。（以下、地震災害対策編において、「高齢者等避難」、「避難指示」を「避難

指示等」と総称する。）  
イ 市町村長が行う避難指示等は、「避難情報に関するガイドライン」を踏まえて行

う。  
   （避難の指示、警戒区域の設定の実施基準、自主避難の方法等の計画は、第３部第 

  ２章第７節「避難の指示、誘導」を参照）  
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ウ  市町村長以外の避難指示権者は、関係法令に基づき、それぞれの状況に応じ、避

難の指示を行う。  
エ 市町村長は、本計画を基礎に、関係機関の協力を得て、管内の地域に応じた具体

的な避難計画の作成に努める。また、避難指示権者は、避難指示等の実施について、

法令等が定めるもののほか、本計画及び市町村地域防災計画により行う。  
  避難指示等の基準の策定  

ア 市町村長は、災害の種類、地域、その他により異なるが、躊躇なく避難指示等を

発令できるよう、津波警報等で発表される津波高に応じた発令区域を定めるなど、

関係機関の協力を得て各危険地域に応じた具体的な避難指示等の基準を定めるとと

もに、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込み、当該業務を遂行する

ための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。  
イ 国及び県は、市町村に対し、避難指示等の発令基準の策定を支援するなど、市町

村の防災体制確保に向けた支援を行うものとする。  
ウ 県は、市町村に対して基準に基づく適正な運用や再点検の実施等について、必要

な助言を行うものとする。  
  避難者の誘導体制の整備  

 避難者の誘導を、安全かつ迅速に行う事ができるよう、次のように誘導体制を整備

しておく。  
ア 避難活動は、基本的に自主避難を原則とし、避難誘導を必要とする場合には、消

防団や自主防災組織等のもとで組織的に避難誘導をできるようにしておく。特に、

高齢者、身体障害者等の避難行動要支援者の安全な避難を最優先する。  
イ 災害の種類、危険地域ごとに避難所への避難経路をあらかじめ指定しておき、一

般への周知徹底を図る。その際、周辺の状況を検討し、地震の場合は、建物やブロ

ック塀等の倒壊や液状化、地滑り等の恐れのある危険箇所を避けるようにする。  
ウ 市町村は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規

格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所で

あるかを明示するよう努めるものとする。  
  県及び市町村は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知

に努めるものとする。  
エ 状況に応じて誘導員を配置したり、車両による移送などの方法を講じておく。  

 
２ 自主避難体制の整備  

⑴ 市町村は、災害時における住民の自主避難について、広報誌をはじめあらゆる機会

を通じて住民に対する指導に努めるものとする。  
⑵ 自治会及び自主防災組織等は、安否確認を兼ねた地域ぐるみの避難体制の整備に努

める。  
⑶ 住民は、災害時に自ら危険だと判断した場合等においては、隣近所声を掛け合って

自主的に避難するよう心掛けるものとする。  
 ⑷  指定緊急避難場所及び指定避難所とは別に、自治会及び自主防災組織等が公民館、

集会所等の身近な施設を自主的に開設・運営する避難所等として市町村に登録を行い、

市町村が災害時に避難状況の把握や支援を行うことを目的とした、いわゆる「届出避

難所」の運用を始めている自治体もある。  
「届出避難所」は、市町村の発令する避難情報の有無に関わらず、自治会及び自主防

災組織等が自らの判断で開設することから、迅速な対応が可能であること、また、身
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近な施設を利用するため移動の利便性や安全性が高いことなども期待されるため、市

町村は、指定避難所以外に避難所活用が見込まれる施設・場所の洗い出し・リスト化

と併せて、「届出避難所」登録等について必要な検討を行う。  
 
３ 避難指示等の伝達方法の周知  

  避難指示等の伝達系統・伝達体制の整備  
 避難指示等の伝達は、本章第２節「通信・広報体制の整備」に示す広報体制に準じ、

住民への周知が最も迅速で確実な効果的方法により実施できるよう、以下のように、

あらかじめ伝達系統や伝達体制を整備しておく。  
 なお、情報伝達に当たっては、複数の伝達手段・伝達責任者を確保しておくものと

する。  
ア 同報無線等無線施設を利用して伝達する。  
イ 自主防災組織等を通じ、関係者により直接口頭及び拡声器により伝達する。  
ウ サイレン及び警鐘をもって伝達する。  
エ 広報車による呼びかけにより伝達する。  
オ Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送

を含む。）、インターネット（市町村ホームページ、Ｘ（旧ツイッター）、県公式

ＬＩＮＥ等のソーシャルメディア、ポータルサイト、鹿児島県防災Ｗｅｂ）、携帯

電話（緊急速報メールを含む。）、ワンセグ放送、有線放送、電話、特使等の利用

により伝達する。  
  伝達方法等の周知  

 市町村長は、市町村の避難計画において危険区域ごとに避難指示等の伝達組織及び

伝達方法を定め、かねてより危険地域の住民に周知徹底を図る。  
   伝達方法の工夫  
   市町村長は、例文の事前作成、放送前のサイレンの吹鳴、緊急放送モードの使用な 

 ど、住民に迅速・確実に伝達し、避難行動に結びつくよう工夫に努めるものとする。  
  
４ 要配慮者の避難体制の強化  

 避難行動要支援者の避難については、以下の点に留意し、「避難行動要支援者の避難

行動支援に関する取組指針」（内閣府）や「避難行動要支援者の避難支援モデルプラン」

（鹿児島県）を参考に、地域の実情に応じた避難行動要支援者の避難支援体制の整備に

取り組む。  
  避難指示等の伝達体制の確立  

 市町村長は、日頃から要配慮者、特に、避難にあたって他人の介添えが必要な避難

行動要支援者の把握に努めるとともに、避難行動要支援者名簿を作成し、避難指示等

が確実に伝達できる手段・方法を事前に定めておく。  
  地域ぐるみの避難誘導体制の整備  

市町村長は、避難行動要支援者が避難するにあたっては、他人の介添えが必要であ

ることから、避難誘導員をはじめ、自主防災組織等地域ぐるみの避難誘導等の方法を、

事前に具体的に定めておくものとする。  
また、市町村は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から

指定避難所等へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法

等についてあらかじめ定めるよう努めるものとする。  
  要配慮者の特性に合わせた避難場所等の指定・整備  
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避難場所等の指定や避難経路の設定にあたっては、地域の要配慮者の実態に合わせ、

利便性や安全性を十分配慮したものとする。  
また、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自

主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ＮＰ

Ｏ法人及びボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時から、避難行

動要支援者に関する情報の把握及び関係者との共有に努め、情報伝達体制の整備、避

難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施

を図る。  
なお、避難所においては、高齢者や身体障害者などの介護等に必要な設備や備品等

についても十分配慮するとともに、避難生活が長期化することが予想される場合には、

これらの者が一般の避難所とは別に、マンパワーなど介護に必要な機能を備えた避難

所で避難生活ができるよう配慮するものとする。  
 
５ 自宅療養者等の避難誘導  

県及び保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等発生時における自宅療養者等の被

災に備え、管内の市町村が、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに

居住しているか確認できるよう、必要に応じて把握している自宅療養者等の情報を提供

する。  
また、市町村は、把握した情報に基づき、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた

情報を提供するよう努める。  
県は、これらのことが円滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症発生前から関係

機関との調整に努めるものとする。  
 
 
第４ 広域避難体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課、災害対策課、市町村）  
 

県及び市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公

共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等の運送が円滑に実施されるよ

う運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等

を定めるよう努める。  
 

第５ 各種施設における避難体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課、保健福祉部保健医療福祉課、社会福祉課、

障害福祉課、子ども福祉課・子育て支援課・高齢者生き生き推進課、

教育庁、県警察、市町村、施設管理者、関係機関等〕  
 
１ 病院、社会福祉施設等の避難体制の整備  

  病院、社会福祉施設の避難体制の現状  
ア 医療施設の避難対策等  

 県内の病院に対する毎年の立入検査の際、防火管理者の選任、消防計画の作成、

消防用施設・設備の整備・点検、診療用の構造設備の危害防止措置、避難訓練の実

施状況等について、確認・指導を行っている。  
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イ  社会福祉施設の避難対策等  
 県内の社会福祉法人・施設に対し、本庁及び出先機関において、原則として毎年

度実施する指導監査の際、スプリンクラー、屋内消火栓、非常通信装置、防煙カー

テン、寝具等設備の整備・点検状況、宿直者の配置、連絡・避難体制及び地域の協

力体制の整備、避難訓練等の実施状況等の指導監査を行い、必要に応じて改善・是

正の指導をしている。  
  病院、社会福祉施設等の避難体制の整備  

 社会福祉施設の入所者や病院等の患者等には、「避難行動要支援者」が多く、自力

で避難することが困難であり、また避難先にも介護品等が必要であるなど、災害時に

も特別の配慮を要することから、施設の防災力の強化や入所・入院患者の避難対策等

について定めておく。  
ア 避難体制の整備  

 社会福祉施設や病院等の管理者は、災害が発生した場合に迅速かつ的確に避難指

示や避難誘導等の対策を実施できるよう、あらかじめ避難体制を整備し、施設職員

の任務分担や緊急連絡体制等を確立しておく。特に、夜間においては、職員の動員

や照明の確保が困難であることから、消防機関等への通報連絡や入所者等の避難誘

導体制に十分配慮した避難体制を確立しておく。  
 また、社会福祉施設や病院等の管理者は、日頃から市町村や他の類似施設、近隣

住民や地域の自主防災組織等と連携を図りながら、災害時の避難誘導にあたっての  
協力体制づくりに努める。  

イ 緊急連絡体制等の整備  
 社会福祉施設や病院等の管理者は、災害に備え、消防機関等への早期通報が可能

な非常通報装置を設置する等、緊急時における避難指示や誘導にあたっての情報伝

達の手段、方法を確立するとともに、災害時における施設相互間等の緊急連絡体制

の整備・強化に努める。  
ウ 防災教育・避難訓練の充実  

 社会福祉施設や病院等の管理者は、施設等の職員や入所者等が災害時において適

切な避難行動がとれるよう定期的に防災教育を実施するとともに、施設の立地条件

や施設の構造、入所者等の実態等に応じた避難訓練を定期的に実施するよう努める。 
 

２ 駅、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の避難体制の整備  
  防災設備等の整備  

 施設管理者は、施設の利用者が不特定かつ多数に及ぶことから、施設そのものの安

全性を高めるよう努める。また、電気、水道等の供給停止に備え、当該施設で予想さ

れる災害の種類に応じた防災資機材や非常用自家発電機等の整備・備蓄に努める。  
  組織体制の整備  

 施設管理者は、津波や津波災害の予防や災害が発生した場合に迅速かつ的確な対応

ができるよう、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急

連絡体制等を確立しておく。  
 特に、夜間においては、職員の動員や照明の確保が困難であることから、消防機関

等への通報連絡や利用者等の避難誘導体制に十分配慮した組織体制を確立しておく。  
 また、施設管理者は、日頃から市町村や他の類似施設、近隣住民や地域の自主防災

組織等と連携を図りながら、災害時の協力体制づくりに努める。  
  緊急連絡体制等の整備  
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 施設管理者は、災害に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置

する等、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、災害時における

施設相互間等の緊急連絡が行える体制の整備・強化に努める。  
  防災教育・防災訓練の充実  

 施設管理者は、災害時において施設の職員等が適切な行動がとれるよう、定期的に

防災教育を実施するとともに、施設の立地条件や施設の構造、利用者の実態等に応じ

た防災訓練を定期的に実施するよう努める。  
 
３ 学校における児童生徒の避難体制の整備  

 市町村教育委員会教育長は、管内の学校における児童生徒の避難体制を、県立中学校、

高等学校及び特別支援学校の校長は、自校における児童生徒の避難体制を、以下の方法

により整備する。  
  集団避難計画の作成  

ア 市町村教育委員会教育長は、管内学校の児童生徒の集団避難計画を作成するとと

もに、各校長に対し、学校の実状に応じた具体的な避難計画を作成させる。県立中

学校、高等学校及び特別支援学校の校長は、所在地の市町村の児童生徒の集団避難

計画に準じ、実情に応じた具体的な避難計画を作成する。  
イ 避難計画は、児童生徒の心身の発達過程を考慮し、何よりも生命の安全、健康の

保持に重点をおいて作成する。  
ウ 災害種別、状況等を想定し、集団避難の順序、経路等をあらかじめ定めておく。  

  避難指示等の実施要領の明確化及びその徹底  
 教育長や校長による避難指示の実施要領等をあらかじめ定め、徹底しておく。  

  避難誘導体制の強化  
ア 避難指示等を実施した場合の各関係者への通報・連絡は、迅速かつ確実に行われ

るように、あらかじめ連絡網を整備しておく。  
イ 校長は、避難誘導が安全かつ迅速に行われるように努める。  
ウ 危険な校舎、高層建築等の校舎においては、特にあらかじめ非常口等を確認する

とともに、緊急時の使用ができるように整備しておく。  
エ 災害が学校内又は学校付近で発生した場合、校長は速やかに関係機関に通報する。 
オ 児童生徒を帰宅させる場合の基準を定め、周知しておく。  
カ 児童生徒が自宅等にいる場合における臨時休校の通告方法の基準、連絡網を児童

生徒及び保護者に周知徹底しておく。  
キ 校長は、災害種別に応じた避難訓練を、日頃から実施しておく。  
ク 校長は、学校行事等による校外での活動時の対応について、事前踏査により避難

場所等について確認しておく。  
ケ 校長は、部活動等において、活動場所が学校施設外となる場合等は、避難場所、

安否確認方法等について確認しておく。  
  避難場所の指定・確保  

 教育長は、市町村地域防災計画その他を考慮し、災害種別、程度に応じた各学校ご

との避難場所を定めておく。  
 
第６ 避難所の収容・運営体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課、保健福祉部社会福祉課、観光・文化スポ
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ーツ部国際交流課・ＰＲ観光課、男女共同参画局くらし共生協働課、

教育庁、県警察、市町村〕  
 
１ 避難所の開設・収容体制の整備  

⑴ 避難所の開設・収容  
 避難所の開設及び収容は、災害救助法が適用された場合においては、知事又は知事

から委任の通知を受けた市町村長が行うこととする。市町村長は救助に着手したとき

は、避難所開設の日時及び場所、箇所数及び各避難所の収容人員、開設期間の見込み

等について直ちに知事に通告する。  
 災害救助法が適用されない場合における避難所の開設及び収容は、市町村長が実施

する。また、避難所を開設したときは、住民等に対し周知・徹底するものとし、避難

所に収容すべき者を誘導し、保護しなければならない。  
⑵ 福祉避難所等の確保  

市町村は、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者のニーズを把握

し、必要な対応を行うとともに、必要に応じて、社会福祉施設等や公的宿泊施設等の

協力も得つつ、福祉避難所を設置するなどの措置を講ずるよう努める。  
なお、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、安全性に

配慮しつつ、管理者の同意を得て避難所として開設するとともに、高齢者、障害者、

乳幼児、妊産婦等の要配慮者に配慮して、被災地域以外の地域にあるものを含め、民

間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難場所の確保

に努める。  
⑶ 適切な避難所収容体制の構築  

県、市町村は、特定の指定避難所に避難者が集中することを防ぐため、県防災Ｗｅ

ｂや市町村独自のアプリケーションなど多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周

知する体制の構築に努める。  
市町村は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有

無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等につい

て勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。  
 

２ 避難所の運営体制の整備  
市町村は、各避難所ごとに、避難所の運営にあたる管理責任者をあらかじめ定めてお

くとともに、本来の施設管理者との連携のもとで、運営における女性の参画を推進し、

住民の自主防災組織やボランティア組織と協力して、避難所に避難した被災者の実態や

ニーズの迅速な把握及び避難所の効率的な管理運営がなされるよう、「避難所管理運営

マニュアルモデル」（平成 29 年９月改正鹿児島県）及び「同モデルの新型コロナウイル

ス感染症対策指針」（令和３年８月改定）を参考に避難所管理運営マニュアルを作成し、

避難所の管理運営体制の整備に努める。  
市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知

識等の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体

的に避難所を運営できるように配慮するよう努める。  
市町村は、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事

前に避難所運営に 関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。  
また、市町村及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ、ボランティア等との定期的な情報交換に努める。  
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なお、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症

対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む

感染症対策の観点を取り入れた防災対策に努める。  
 

 
３ 避難所の生活環境改善システムの整備  

 県及び市町村は、関係機関の協力のもと、避難所への食糧や生活用品の迅速な供給シ

ステムの整備及びプライバシー確保、トイレ、入浴の確保等、生活環境改善対策、並び

に迅速な情報提供手段、システムの整備に努める。  
 
４ 避難所巡回パトロール体制の整備  

 県及び市町村は、被災者の避難所生活が長期化する場合に備えて、被災者のニーズ把

握や防犯対策のため、警察と連携した避難所巡回パトロール体制の整備に努める。  
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第６節 救助・救急体制の整備  
 
 津波や地震時には、浸水、建物倒壊、火災等の被害の可能性が危惧され、多数の救助救

急事象が発生すると予想される。  
 このため、災害発生に際して、救助、救急を行うのに必要な体制や防災資機材等の整備

を計画的に推進する。  
 
 

 

 

 

 
 
 

第１ 救助・救急体制の整備  
 

〔実施責任：第十管区海上保安本部、自衛隊、保健福祉部保健医療福祉課、

社会福祉課、県警察、市町村〕  
 
１ 関係機関等による救助・救急体制の整備  

 津波や地震時には、多数の要救出現場や重軽傷者が予想されるので、関係機関等は、

救助・救急体制の整備に努める。  
 また、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備

の推進に努める。  
  市町村（常備消防を含む）の救助・救急体制の整備  

ア 常備消防を主体とし、救出対象者の状況に応じた救出班の整備に努める。  
イ 市町村は、当該市町村内で予想される災害、特に建物倒壊等に対応する救出作業

に備え、普段から、必要な資機材の所在、確保方法や関係機関への協力要請等につ

いて、十分に検討しておく。  
ウ 救急救護活動を効果的に実施するため、救急救命士等救急隊員を養成するととも

に、職員の教育訓練を充実させる。  
エ 傷病者の速やかな搬送を行うため、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

等の整備を図り、医療情報収集体制を強化する。  
オ 多数の傷病者が発生した場合に備え、民間の搬送業者等と連携し、傷病者の搬送

保護体制の確立を図る。  
カ 津波や地震災害時に同時多発する救出・救助事象に対応するとともに、救出・救

助に必要な重機を確保するため、建設業協会等関係団体と協力協定を締結するなど

連携を図る。  
  警察機関の救出・救助体制の整備  

ア 県警察本部救助隊、警察署救助隊の編成計画の整備に努める。  
イ 警察用航空機、車両及び警察用船舶等警察が保有する装備資機材の整備、充実に

努める。  
ウ 市町村や関係機関等と、日頃から相互情報連絡体制等について十分に検討してお

く。  
  第十管区海上保安本部の救出・救助体制の整備  
  市町村や関係機関等と、日頃から相互情報連絡体制等について十分に検討しておく  

救 助 ・ 救 急 体 制 の 整 備  救 助 ・ 救 急 体 制 の 整 備 

救 助 ・ 救 急 用 装 備 ・ 資 機 材 の 整 備  
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   消防団の救出・救助体制の整備  

 日頃から地域の要配慮者等の把握を行うとともに、救出・救助の訓練や救出・救助

用資機材の整備・点検に努める。  
  自衛隊の救出・救助体制の整備  
  市町村や関係機関等と、日頃から相互情報連絡体制等について十分に検討しておく。 

 
２ 救助の実施体制の構築  

県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あら

かじめ救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制

度の積極的な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておくものとする。  
 
３ 孤立化集落対策  

 市町村は、中山間地域、沿岸地域、島しょ部などの地域において、豪雨や地震等によ

る道路交通及び海上交通の途絶により孤立化するおそれのある集落等については、別記

「孤立化集落対策マニュアル」に基づき、事前に当該集落との情報伝達手段の確保、救

出・救助活動にあたる防災関係機関等との相互情報連絡体制、孤立化した集落からの地

域住民等の救出方法等について、十分に検討しておく。  
 また、次の事項についても考慮し、十分に検討する。  

  
   相互連絡が可能で確実な通信手段の確保  
   衛星携帯電話など、相互連絡が可能な手段の整備に努める。  
   通信機器の住民向け研修の充実  
   集落等に整備された衛星携帯電話や防災行政無線（デジタル）などは、集落全員が

使用できるよう研修の実施やわかりやすいマニュアル整備に努める。  
   救急患者などの緊急搬送手段の確保  
   ヘリコプター等が離着陸可能なスペース（防災対応離着陸場）の確保や、地元漁業

協同組合等との人員・物資等の搬送に関する災害時の応援協定の締結を検討するなど、

緊急搬送手段の確保に努める。  
   食料・飲料水、非常用発電機等の備蓄の整備  

孤立化した集落においては、電気・水道・ガス等のライフラインが途絶し、地域住

民の生活の維持に支障をきたす可能性がある。  
このため、当該地域においては、各家庭での食料・飲料水等の防災用品の準備や、

避難所における備蓄物資の整備に努める。  
また、停電により夜間の照明、携帯電話などの通信機器の電源を確保する必要があ

ることから、非常用発電機の備蓄に努める。  
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 別 記   
 

    孤立化集落対策マニュアル    

 
 

 
１ 目 的  
 
  □ 豪雨や地震等による道路交通及び海上交通の途絶により孤立化するおそれのある集

落については、通信手段の確保、情報連絡員の配置など情報収集体制の整備を図ると

ともに、万が一、孤立化した場合には、防災関係機関の連携により、被災状況の早期

把握や、地域住民の救出・救助等の災害応急対策を迅速に実施できる体制を確立する

必要がある。  
 
  □   このため、県において、孤立化の未然防止と災害応急対策の迅速な実施のための「マ

ニュアル」を策定し、当該「マニュアル」に基づき、市町村及び県、防災関係機関等

が一体となった取組みを促進することにより、地域住民の安全確保を図る。  
 

【孤立化の定義】  
中山間地域、沿岸地域、島しょ部などの地区及び集落において、以下の要因等によ

り、道路交通及び海上交通による外部からのアクセスが途絶し、人の移動や物資の流

通が困難もしくは不可能となる状態とする。  
  ・  豪雨や地震等に伴う土砂災害、道路への堆積土砂及び道路構造物の損傷など  
  ・  地震に伴う液状化による道路構造物の損傷など  
  ・  津波による道路構造物の損傷、流出物の堆積など  
  ・  地震または津波による船舶の停泊施設の被災など  

※ 道路交通については、四輪自動車が通行不可能となる状況  
 
 
２ 孤立化集落対策   
 １  孤立化するおそれのある集落の把握    

    (1)  市町村  
        豪雨や地震等の各災害事象を想定した上で、道路交通及び海上交通の状況から孤立

化が予想される集落について、事前の把握に努める。  

また、孤立化するおそれのある集落との通信手段について、事前の整備・確保に

努める。  
なお、把握に当たっては、下記の例を参考にするとともに、警察、消防、自衛隊、

県地域振興局・支庁（建設部、農林水産部等）等防災関係機関からの意見も参考と

する。  
 

    〔  孤立化のおそれのある集落(例)  〕  
       □  道路交通の状況  

○ 集落につながる道路において迂回路がない。  
○ 集落につながる道路において落石や崩土等の発生が予想される道路災



第２部 津波防災予防 
第３章 迅速かつ円滑な津波災害応急対策への備え 

 津波 - 88

害の危険箇所（交通途絶予想箇所など）が存在し、交通途絶の可能性が高

い。  
○   集落につながる道路において、橋梁等の道路構造物の耐震化がなされて

おらず、交通途絶の可能性が高い。  
○ 土石流やがけ崩れなど土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能

性が高い。  
※ 道路については、四輪自動車が通行可能な道路とする。  
 

 □  海上交通の状況  
○   地震又は津波による被災状況によっては、船舶の停泊施設が使用不可能と

なる可能性が高い。  
 
        □  通信手段  

○   空中線の断絶等によって、通信手段が途絶する可能性が高い。  
○ 一般加入電話以外の多様な通信手段が確保されていない。  

 
 
 ２  孤立化の未然・事前防止対策    

 
 孤立化を未然に防止するため、市町村、県及び防災関係機関等は連携しながら、次の

ような対策に取り組む。  
 また、孤立化の未然防止対策に必要な施策を推進するため、防災関係機関による連絡

体制を整備し、平常時からの情報共有や訓練に努める。  
 
   (1)  市町村  
    ・ 孤立化するおそれのある集落においては、集落の代表者（区長、班長、消防団

員等）を「災害情報連絡員（仮称）」として任命するなど、災害発生時における

防災情報の提供体制を整備する。  
・ 集落が孤立化した場合、市町村など公共機関による救出・救助活動が始まるま

での間、集落内の地域住民が主体となって避難生活を過ごす可能性もある。  
このため、集落における自主防災組織等において、平常時から、緊急連絡体制

の整備、避難所運営訓練や防災訓練の実施、食料や飲料水、非常用電源などの備

蓄の整備などが図られるよう、集落内の防災力の充実・強化に取り組む。  
・ 集落内に学校や警察、消防等の公共的機関、通信事業者、電気事業者等の防災

関係機関がある場合は、それらの機関が所有する通信手段の状況について事前に

確認するとともに、災害時における活用についても事前に調整する。  
・ アマチュア無線を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、日頃から関

係者との連携を図る。   
・   市町村が整備している防災行政無線移動局(携帯型)については、孤立化するお

それのある集落の災害情報連絡員（仮称）に配備しておくなど、通信手段の多様

化を図る。  
・ 道路交通の途絶を想定し、平常時から、地元漁業協同組合との人員や物資等の

搬送に関する災害時の応援協定の締結を検討するなど、海上交通による緊急輸送

手段の確保に努める。  
・   孤立化するおそれのある集落において、救出・救助活動や、食料や医薬品など
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の支援物資の搬入を行うため、ヘリコプターなど航空機の臨時の離着陸場（「防

災対応離着場」という）を選定・確保（校庭、空き地、休耕田等の平地）し、平

常時から消防や警察等とその場所や運用方法等について情報共有を図る｡  
    
    (2) 道路管理者（県・市町村等）  

・ 崩土や落石等の危険性がある箇所の法面対策や橋梁の耐震対策などについて、

孤立化するおそれのある集落へのアクセスの確保に配慮の上、計画的に取り組

む。  
そのため、県、市町村等は定期的に道路整備状況等について情報交換を行う。 

・ 発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修等を含む）による道路啓開や応急

復旧等を迅速に行うため、建設業団体や、インフラ事業者等との連絡体制の整備

を図る。  
 

(3)   通信事業者  
・   孤立化するおそれのある集落において、市町村等からの要請を踏まえ、固定電

話を災害時優先電話として登録するとともに、避難所等への事前設置型特設公衆

電話の設置及び衛星携帯電話の配置などについて配慮する。  
 
 

 ３  孤立化した場合の対応         

 
    (1)  市町村        

・ 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合、防災関

係機関と連携を図り、地域住民の健康状態や、集落内の電気・水道・ガス等のラ

イフラインの被害状況などの調査を行い、緊急的な救出・救助が必要な状況であ

るか把握に努める。  
・ 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合は、県に

対して、孤立化や被災に関する情報を速やかに提供する。  
・ 道路等の被災状況により、孤立化の状況が長期に及ぶおそれがある場合、集落

内での避難所の開設や、集落内で当面生活していくための飲料水・食料、非常用

発電機等の日常生活に必要な物資を確保する。  
・ また、孤立化した集落内のライフラインなどの生活環境が確保できない場合に

は、地域住民の要望等も踏まえ、集落外の避難所の確保を図り、防災関係機関と

連携の上、地域住民を避難させる。  
・ その他必要な対策について、防災関係機関等と連携を図りながら、迅速に実施

する。  
    (2)  県  

・   市町村から孤立化している集落の発生情報の提供を受けて、消防や警察、自衛

隊、国等と連携を図りながら、ヘリコプター等を活用した上空からの被害状況調

査や、県職員の市町村役場への派遣（リエゾン）等による孤立化した集落内の状

況把握（支援物資の要請や救急患者の搬送の有無など）を実施し、必要に応じて、

救急患者の搬送や各般の応急措置を実施する。  
・ 孤立化の要因となっている道路等の被災状況や、地域住民の健康状態等に応じ

て、自衛隊への災害派遣要請や、その他防災関係機関への協力要請、県市町村間

の災害時相互応援協定に基づく近隣市町村への応援要請を行う。  
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・   放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請のほか、アマチュア無線連

盟に対する緊急情報の収集・伝達要請を行う。  
    (3)  道路管理者（県、市町村）  

・ 道路管理者（県、市町村）は、国や建設業団体等と連携し、早期の道路啓開等

の作業を実施するとともに、通行規制情報を適宜、提供する。  
・ 道路管理者（県、市町村）は、道路の被災状況や地域の実情等により、道路管

理者での道路啓開の実施が困難であると判断した場合は、国等の関係機関に道路

啓開の支援等を要請する。  
(4)  港湾・漁港管理者（県、市町村）  

・ 港湾・漁港管理者（県、市町村）は、国や建設業団体等と連携し、船舶の停泊

施設への接岸等の可否状況について早期に把握するとともに、停泊施設の応急復

旧の実施に努める。  
(5)  通信事業者  
・ 通信事業者は、被災による架線の切断や携帯電話基地局の被害により、通信が確

保できない場合、様々な手段で応急復旧作業を速やかに実施する。  
      ・   通信事業者は、孤立化した集落との通信手段を確保するため、自社が保有してい

る衛星携帯電話を可能な限り提供するとともに、避難所等に衛星通信対応の特設公

衆電話を開設する。  
・ 通信事業者は、応急復旧作業が長期化するおそれのある場合、自社の保有する移

動型基地局（車載型基地局、船上基地局など）を活用し、孤立化した集落における

通信手段の確保を図る。  
    (6)  警 察  

・ 警察は、孤立化した集落における地域住民の安否確認、行方不明者の捜索、救

出・救助を実施するとともに、道路管理者と連携を図りながら、集落への緊急交通

路の確保を図る。  
 (7)  自衛隊  

・ 自衛隊は、県からの災害派遣要請に基づき、ヘリコプターなど航空機による被

災状況の把握、孤立化した集落における地域住民の救出・救助、安否確認等を実

施するとともに、避難所等における炊飯支援や給水活動、物資の輸送等を実施す

る。  
    (8)  その他の防災関係機関  

・ その他防災関係機関は、県や市町村からの協力要請があった場合、被災状況の

把握、孤立化した集落からの地域住民の救出・救助、資機材の輸送等の災害応急

対策の実施を図る。  
 
 （参照） 第２部第１章第５節第５ ３ 災害対策用機器・資機材の整備  
                  第２章第２節第３ １ 関係機関の通信手段の充実  
               第４ １ 通信施設の整備対策  
      第３部第１章第２節第１ ３ 有線通信途絶の場合の措置  
               第２ ２ 無線通信体制の整備  
         第２章第 11 節第５ １ 観光客の安全確保  
         第３章第２節第３ ３ 輸送方法等（食料の輸送）  
               第４節第３ ３ 輸送方法等（生活必需品）  
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３ 住民の救助・救急への協力  
 津波や地震災害時には、広域的又は局所的に救助・救急事象の多発が予想されること

から、住民による地域ぐるみの救助・救急への参加協力も必要になる。  
 このため、一般住民は、日頃から県や市町村が実施する防災訓練や研修会等に積極的

に参加し、救助・救急活動に関する知識や応急救護処置等の習得に努める。  
 特に、県及び市町村は、都市部の住民の救助・救急への協力について啓発に努める。  

 
 
第２ 救助・救急用装備・資機材の整備  
 

〔実施責任：第十管区海上保安本部、自衛隊、県警察、市町村〕  
 
１ 救助用装備・資機材等の整備方針  

  県及び市町村（常備消防を含む）  
ア 津波や地震災害時に同時多発する救出、救助事象に対応するため、各消防署・所、

消防団、自主防災組織等において、必要な、救助用装備・資機材の整備を以下のと

おり図っていく。  
関 係 機 関 整 備 内 容 

消 防 署 等 

(ｱ) 高度救助用資機材  
    画像探索装置Ⅰ・Ⅱ型、熱画像直視装置、夜間用暗視装置、 
   地中音響探知機  
(ｲ) 救助用ユニット（油圧式救助器具、空気式救助器具、切断機（鉄 
 筋カッター））  
(ｳ) 消防隊員用救助用資機材  
    大型万能ハンマー、チェーンソー、切断機（鉄筋カッター）、 
   削岩機（軽量型）、大型バール、鋸、鉄線鋏、大ハンマー、  
    スコップ、救助ロープ（10m）  

消 防 団 

(ｱ) 消防隊員用救助用資機材  
    大型万能ハンマー、チェーンソー、切断機（鉄筋カッター）、 
   削岩機（軽量型）、大型バール、鋸、鉄線鋏、大ハンマー、  
    スコップ、救助ロープ（10m）  
(ｲ) 担架（毛布・枕を含む）  
(ｳ) 救急カバン  

自 主 防 災 組 織 

(ｱ) 担架（毛布・枕を含む）  
(ｲ) 救急カバン  
(ｳ) 簡易救助器具等（バール、鋸、ハンマー、スコップ他）  
(ｴ) 防災資機材倉庫等  

 
イ 津波や地震災害時に同時多発する救助・救急事象に対応するため、高度救助用資

機材を装備した津波や地震災害対策用救急車の整備を図っていく。  
 

  第十管区海上保安本部、警察、自衛隊  
 津波や地震災害時に同時多発する救出、救助事象に対応するため、救助用資機材や

車両、救助用船艇等の整備・点検に努める。  



第２部 津波防災予防 
第３章 迅速かつ円滑な津波災害応急対策への備え 

 津波 - 92

２ 救急用装備・資機材等の整備方針  
  県及び市町村（消防機関を含む）  

 津波や地震災害時に同時多発する救急事象に対応するため、救急用装備・資機材等

の整備を図る。  
 
 救急用装備・資機材等の整備  

区 分 整 備 内 容 
車 両 高規格救急車  

救急資機材  
高度救急資機材、非常用救急資機材、消防隊用救護資機材  
トリアージ・タッグ  

 
  第十管区海上保安本部、警察、自衛隊  

 津波や地震災害時に同時多発する救急事象に対応するため、救急用資機材や搬送に

使用する車両、船艇の整備・点検に努める。  
 
 
第７節 交通確保体制の整備  
 
 津波や地震時には、道路、橋梁等の交通施設に被害が発生することが予想されるので、

交通の混乱を防止し、緊急輸送路を確保することが必要である。  
 このため、交通の混乱を防止し、緊急輸送路を確保するための交通確保体制の整備を計

画的に推進する。  
 
  ※詳細は、一般災害対策編第２部第２章第７節に準じる。  
 
 
第８節 輸送体制の整備  
 
 津波や地震災害時には、被害者の避難、並びに災害応急対策、及び災害救助を実施する

のに必要な要員及び物資の輸送を迅速かつ的確に行うことが必要である。  
 このため、各計画が効率的に実施されるように、必要な車両、船艇、労務の確保を図る

など、輸送体制の整備を計画的に推進する。  
 
  ※詳細は、一般災害対策編第２部第２章第８節に準じる。  
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第９節 医療体制の整備  
 
 津波や地震災害時には、多数の負傷者が発生し、また、医療機関が被害を受け混乱が予

想される。  
 このため、発災時に備え、必要な医療用資機材・医薬品等の整備及び救護班の編成基準

など、医療体制の整備を計画的に推進する。  
 
 

 

 

 

 

 
第１ 緊急医療体制の整備  
 

〔実施責任：日本赤十字社鹿児島県支部、鹿児島県医師会、鹿児島県歯科医師会、

保健福祉部保健医療福祉課・健康増進課・薬務課・子育て支援課、県

立病院局県立病院課〕  
 
１ 医療体制の整備  

 津波や地震災害時には、各関係機関は、医療体制の整備に努めるとともに、医療機関

等の役割分担について調整を行うなど、地域内の連携の充実を図る。  
⑴ ＤＭＡＴの整備  

  ア  県は、被災地域内における医療情報収集と伝達、応急治療及び搬送などを行うＤ 

   ＭＡＴを養成する。  
  イ  ＤＭＡＴ指定病院は、災害発生時に迅速に出動可能な態勢を整備する。  

⑵ 救護班体制の整備  
ア 国立病院機構、公立・公的医療機関、日本赤十字社鹿児島県支部、県医師会、県

歯科医師会（以下、「救護班派遣病院等」という。）は、救護班の編成計画を作成

しておく。  
  （救護班の編成表については、第３部第２章第 11 節「緊急医療」参照）  
イ 救護班の相互連携体制の強化  

 県（保健所）は、救護班派遣病院等の各救護班の適正な配置及び相互連携体制の

整備を図る。  
 （地域別救護班の所在地一覧表については、第３部第２章第 11 節「緊急医療」参 

 照）  
⑶ 救護所の設置、運営計画  

 県（保健所）は、市町村が設置した救護所のほか、必要に応じて、市町村が指定し

た避難所を中心に救護所を設置するが、その運営に関して、市町村や関係医療機関等

との協力関係について、あらかじめ定めておくものとする。また、傷病者が多数発生

した場合を想定した現場救護所の設置についても考慮しておく。  
⑷ 災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害拠点病院）の確保  

 広域災害時に備え、災害医療支援機能を有する災害拠点病院として、基幹災害拠点

病院を県下に１か所、地域災害拠点病院を二次医療圏ごとに１か所整備し、災害時の

医療を確保する。  

緊 急 医 療 体 制 の 整 備  医 療 体 制 の 整 備 

医 療 用 資 機 材 ・ 医 薬 品 等 の 整 備  
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⑸  医療機関の防災体制の確立  
 各医療機関は、入院患者の安全確保やライフラインの被災による停電、断水等にも

対応できる医療体制の確立について、病院防災マニュアルを作成するなど平素から整

備しておくものとする。  
⑹ 情報連絡体制の充実  

 保健所、ＤＭＡＴ指定病院、救護班派遣病院等は、相互の情報網の確立と情報連絡

体制の充実を図る。  
 また、災害時に迅速かつ的確に救援・救助等を行うために、広域災害緊急医療情報

システム（ＥＭＩＳ）を有効活用する。  
⑺ 広域医療支援の強化  

 九州・山口９県災害時応援協定に基づく医療支援の円滑な実施のための関係者との

協議、及び被災患者受入れのための医療機関調査の実施などを行う。  
⑻ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の整備  

ア 県は、被災地域内における専門性の高い精神科医療の提供、精神保健活動の支援

などを行うＤＰＡＴを養成する。  
イ ＤＰＡＴ登録病院は、災害発生時に迅速に出動可能な態勢を整備する。  

⑼ 県災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の整備  
ア 県は、被災都道府県の保健医療福祉調整本部等が行う、被災地方公共団体の保険

医療福祉行政の指揮調整機能等に対する支援を行うＤＨＥＡＴを養成する。  
イ 県は、災害発生時に迅速に出勤可能な態勢を整備する。  

⑽ 災害支援ナースの整備  
ア 県は、災害時に被災地等に派遣され看護業務等を行う災害支援ナースを養成し、

その研修修了者の所属する医療機関等と協定を締結する。  
イ 県と災害支援ナース派遣の協定を締結した医療機関等は、災害発生時に迅速に出

動可能な体制を整備する。  
⑾ 鹿児島県災害リハビリテーション推進協議会（鹿児島ＪＲＡＴ）との連携等  

県は、リハビリテーション専門職の活動により、災害時の生活不活発病と災害関連

死を防ぐため、連携等に努める。  
 

 
２ 後方搬送体制の整備  

 津波や地震災害時には、多数の負傷者の発生が予想され、各関係機関は、負傷者等の

後方搬送体制の整備に努めるものとする。  
  後方医療施設の確保体制の整備  

 県は、災害時に入院治療や高度医療の必要な負傷者を収容するため、災害拠点病院

など後方医療施設の確保体制の強化に努める。  
  市町村、県及び関係機関相互の役割  

 負傷者の後方搬送について、市町村、県及び関係機関は、それぞれの役割分担を明

確に定めておく。  
  トリアージの訓練・習熟  

 各救護班や医療機関は、多数の負傷者が発生している災害現場において、救急活動

を効率的に実施するために、負傷者の傷病程度を選別し、救命措置の必要な負傷者を

搬送する必要がある。  
 このため、傷病程度の選別を行うトリアージ・タッグを活用した救護活動について、
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日頃から訓練し習熟に努める。  
  透析患者や在宅難病患者等への対応  

ア 透析患者等への対応  
 慢性腎不全患者の多くは、１人１回の透析に約 120ℓ の水を使用する血液透析を

週２～３回受けており、災害時にも平常時と同様の医療を要することから、適切な

医療体制を確保する必要がある。  
 また、倒壊建物等の圧迫による挫滅症候群（クラッシュ・シンドローム）に伴う

急性腎不全患者に対しても、血液透析等適切な医療を行う必要がある。  
 このため、県は医師会等関係機関との連携による近県市町村等への患者搬送の調

整や情報供給を行う体制を整える。  
イ 在宅難病患者・長期療養児等への対応  

 保健所は、「難病対策業務マニュアル」等に基づき、要援護難病患者・長期療養

児等の支援の必要な理由、医療機器、医薬品等をとりまとめた要援護難病患者等台

帳を作成し、管内市町村の個別避難計画策定に必要な情報提供を行う。  
 市町村は、提供された情報を基に災害時における在宅難病患者等の搬送及び救護

の体制を整備する。  
   (ｱ) 災害時要援護難病患者等全体に対しての対応  

ａ 災害時要援護難病患者等の把握及び台帳の整理  
ｂ 保健所内での検討及び関係機関、団体との連携及びネットワーク体制の確立  
ｃ 災害時のセルフケア能力を高めるための患者・家族への教育、啓発  

   (ｲ) 医療機器依存度の高い災害時要援護難病患者・長期療養児等への支援  
ａ 予備電源の確保等、日頃の備えについて啓発  
ｂ 市町村、医療機関等との連携による入院先や受入先の確保の調整  

 
第２ 医療用資機材・医薬品等の整備  
 

〔実施責任：保健福祉部薬務課、県立病院局県立病院課〕  
 
１ 医療用資機材・医薬品等の確保体制の整備  

 災害時には、多量の医療用資機材・医薬品等の需要が見込まれるので、各関係機関は、

医療用資機材・医薬品等の整備に努めるものとする。  
  薬品補給班の編成  

 市町村からの医療用資機材・医薬品等の要求については、県（薬務課）が編成する

薬品補給班が対応する。  
 （薬品補給班の編成については、第３部第２章第 11 節「緊急医療」参照）  

  鹿児島県薬剤師会、鹿児島県医薬品卸業協会等との協定による確保体制  
 県（薬務課）は、鹿児島県薬剤師会、鹿児島県医薬品卸業協会等との協定に基づき、

災害時の医療用資機材・医薬品等の円滑な供給を確保するための体制の整備に努める。 
≪資料編 ８．２ 災害救助に必要な医薬品等の確保に関する協定書等≫  
≪資料編 ８．３ 災害救助に必要な医療用資機材等の確保に関する協定書等≫  

 
２ 医療用資機材・医薬品等の備蓄方針  

 大規模災害に備え、災害時緊急医薬品等確保事業で必要最小限の医療用資機材・医薬

品等の備蓄を推進する。  
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 （医療用資機材・医薬品等の備蓄の現況は、第３部第２章第 11 節「緊急医療」参照） 
 
３ 医療用資機材・医薬品等の輸送計画の策定  

 県（薬務課）は、被災市町村等への医療用資機材・医薬品等の輸送計画について、検

討するものとする。  
 （緊急輸送については、第３部第２章第 10 節「緊急輸送」参照）  
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第 10 節  その他の津波災害応急対策事前措置体制の整備  
 
 県、市町村は、その他の津波災害応急対策事前措置体制について、整備を計画的に推進

する。  
 なお、大規模な災害が発生した場合の被害等を想定し、孤立が想定されるなどの地域の

地理的条件等も踏まえて、必要とされる物資について、あらかじめ備蓄するとともに、災

害時における調達・輸送体制等を整備し、それら必要な物資の供給のための計画や地区防

災計画の作成に努めるものとする。特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食

料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段

の確保に努めるものとする。  
 また、平時から訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災

害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるも

のとする。  
県は、避難生活に必要な物資について、大規模な災害が発生した場合には、物資の調達

や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って、市町村が推計した想定し得る

最大規模の災害における想定避難者数に対して必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週

間）と市町村により備蓄される量とを勘案し不足が懸念される物資や、市町村の区域を越

えた利用が想定される物資を備蓄するよう努めるものとし、その備蓄状況については、年

に１回、広く住民に公表するものとする。  
また、県及び市町村は、新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を用いて、備蓄状況の確認を行

うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資

の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を

含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。また、施設（備蓄倉庫・物資

拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、

最新の状況を把握するものとする。  
県及び市町村は、物資の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散

備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体制の整備

に努めるものとする。  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食 料 の 供 給 体 制 の 整 備  そ の 他 の 津 波 災 害 応 急 対 策 

事 前 措 置 体 制 の 整 備 

飲 料 水 の 供 給 体 制 の 整 備  

生 活 必 需 品 の 供 給 体 制 の 整 備  

感 染 症 予 防 、 食 品 衛 生 、 生 活 衛 生 

し 尿 処 理 対 策 の 事 前 措 置  

畜 産 関 係 対 策 の 事 前 措 置  

住 宅 の 確 保 対 策 の 事 前 措 置  

文 化 財 や 文 教 施 設 に 関 す る 事 前 措 置  

総 合 防 災 力 の 強 化 に 関 す る 対 策  
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第１ 食料の供給体制の整備  
 

〔実施責任：農林水産省、危機管理課、農政部農産園芸課、市町村〕  
 
１ 食料の備蓄計画の策定  

 県、市町村は、必要とされる食料の種類、数量及び備蓄場所等について、具体的な食

料備蓄計画を策定しておくものとする。  
 （国・県の食料の備蓄状況及び食料の在庫場所については、第３部第３章第２節「食

料の供給」参照）  
 
２ 食料の調達に関する協定等の締結  
  県、市町村は、災害時の食料調達について、民間流通業者、県内の米穀販売事業者及

び米穀集荷団体等と協力協定の締結に努めるものとする。  
 
３ 食料の輸送計画の策定  
  県は、被災市町村等への食料の輸送計画について、検討するものとする。  
  （緊急輸送については、第３部第２章第 10 節「緊急輸送」参照）  
 
 
第２ 飲料水の供給体制の整備  
 

〔実施責任：保健福祉部生活衛生課、市町村、水道事業者〕  
 
１ 応急復旧体制の整備  
   復旧に要する業者との協力  
   上水道事業者は、水道施設を速やかに復旧して飲料水等の確保を図るために、復旧

に要する業者（労務、機械、資材等）との間において災害時における協力協定を締結

し、応急復旧体制の整備に万全を期すものとする。  
   緊急度・優先度を考慮した応急復旧  
   市町村及び上水道事業者は、医療機関や社会福祉施設等、早急に応急復旧の必要な

施設等をあらかじめ把握し、緊急度・優先度を考慮した応急復旧順序等についても検

討しておくものとする。  
  
２ 応急給水体制の整備  
   給水能力の把握  
   上水道事業者は、あらかじめ、災害時の応急給水を考慮し、予備水源等の緊急時に

確保できる水量・水質について調査し、把握しておくものとする。  
   給水用資機材の整備  
   市町村及び上水道事業者は、必要に応じ、給水車、給水タンク、ポリ容器等の給水

用資機材の整備に努める。  
   県は、各市町村水道事業者の給水用資機材の保有状況を把握する。  
   ミネラルウォーター製造業者等との協力  
   市町村及び水道事業者は、応急給水の方法として飲料水を確保するため、管内のミ
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ネラルウォーター製造業者を把握するとともに協力依頼に努める。  
 
３ 応急対策資料の整備  
    上水道事業者は、応急復旧、応急給水等の活動を迅速・的確に行うために、水道施設

の図面等の資料を日頃から整備しておくものとする。  
 
４ 広域応援体制の整備  
    市町村及び水道事業者は、日頃から、水道施設の応急復旧及び給水車等による応急給

水等について、可能な限り広域にわたって相互応援体制の整備に努める。  
 
５ 地震対策マニュアル類の整備  
  水道事業者は、津波や地震災害時における応急対策の諸活動を迅速・的確に実施でき

る体制を確立し、通常給水の早期回復と計画的な応急給水等を行うため、各水道事業体

の規模や地域特性に応じた地震対策マニュアル類の整備に努める。  
 
第３ 生活必需品の供給体制の整備  
 

〔実施責任：保健福祉部社会福祉課、市町村〕  
 
１ 生活必需品の備蓄計画の策定  

 県、市町村は、必要とされる生活必需品の種類、数量及び備蓄場所等について、具体

的な生活必需品の 備蓄計画を策定しておくものとする。  
（県、市町村、日本赤十字社鹿児島県支部の衣料品・寝具類等の備蓄状況は、第３部第３

章第４節「生活必需品の給与」参照）  
 

 
２ 流通在庫の調達  

 備蓄物資のみでは不足する場合、県及び市町村は、大手スーパー、生活協同組合、百

貨店、コンビニエンス・ストアー等、流通業者の流通在庫から生活必需品を調達するも

のとし、関係業者等の把握に努める。  
 （被服、寝具の調達先としては、第３部第３章第４節「生活必需品の給与」参照）  

 
３ 生活必需品の輸送計画の策定  

 県は、被災市町村等への生活必需品の輸送計画について、検討するものとする。  
 （緊急輸送については、第３部第２章第 10 節「緊急輸送」参照)  

 
 
第４ 感染症予防、食品衛生、生活衛生、し尿、ごみ処理対策の事前措置  
 

〔実施責任：地方環境事務所、環境林務部廃棄物・リサイクル対策課、

保健福祉部健康増進課・生活衛生課、市町村〕  
 
１ 感染症予防対策  

  感染症予防に必要な資機材及び薬剤等の整備  
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 県、市町村は、感染症予防に必要な資機材及び薬剤等の整備に努める。  
  

  感染症予防の実施体制の整備  
 災害による感染症予防のため、県（保健所）及び市町村における各種作業実施の組

織編成について、あらかじめ以下のとおり編成計画を作成しておく。  
ア 県の疫学調査班の編成  

 県（保健所）は、疫学調査のための疫学調査班の編成計画を作成する。  
 疫学調査班は、各保健所１班とし、１班の編成は、医師１名、保健師又は看護師

１名、事務連絡員１名の３名を基準とする。  
イ 市町村の感染症予防班の編成員  
   市町村は、感染症予防作業のために感染症予防班の編成計画を作成する。  
  感染症予防班は、市町村の職員及び臨時に雇い上げた作業員をもって編成する。  
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２ 食品衛生対策  
 大規模な津波や地震が発生した場合、食品衛生監視員のみでは十分な監視指導が出来

ない場合もあるので、状況により食品衛生協会の協力を求め、速やかな状況把握と衛生

指導を行うため、日頃から連携の強化に努める。  
 
３ 生活衛生対策  

  営業施設での生活衛生対策  
 営業施設の被災状況の把握、被災施設の重点的監視を行う体制を整備する。  

  業者団体との連携の強化  
 大規模な津波や地震が発生した場合、環境衛生監視員のみでは十分な監視指導が出

来ない場合もあるので、状況により生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合等

の協力を求め、速やかな状況把握と衛生指導を行うため、日頃から連携の強化に努め

る。  
 

４ し尿処理対策  
   仮設トイレの備蓄計画の策定  

 市町村は、県地震等災害被害予測調査（平成 24～25 年度）や県災害廃棄物処理計画

（平成 30 年３月）、当該市町村の災害廃棄物処理計画等を踏まえて、必要とされる仮

設トイレの数量及び備蓄場所等について、具体的な備蓄計画の策定に努め、県はその

情報収集に努める。  
   広域応援体制の整備  

 県、市町村及び下水道管理者は、日頃から、し尿処理施設の復旧及びし尿収集車等

によるし尿処理等について、相互応援体制の整備に努める。  
 
５ ごみ処理対策  

  県は、国の災害廃棄物対策指針等を踏まえながら、市町村が行う災害廃棄物対策に

対する技術的な援助を行うとともに、仮置場の確保や災害時の廃棄物の処理体制、民

間事業者等との連携・協力のあり方等について、県災害廃棄物処理計画において具体

的に示すものとする。  
  市町村は、国の災害廃棄物対策指針等を踏まえ、県災害廃棄物処理計画と整合を図

りながら、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所のごみや仮設

トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の市町村や民間事

業者等との連携・協力のあり方等について、市町村災害廃棄物処理計画において具体

的に示すものとする。  
  国、県及び市町村は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努め

る。  
⑷ 国及び市町村は、定期的に災害廃棄物処理に関する研修、訓練を実施するとともに、

必要に応じて、災害廃棄物処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努めるも

のとする。  
 
 
第５ 畜産関係対策の事前措置  
 

〔実施責任：農政部畜産振興課・家畜防疫対策課〕  
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１ 適切な防疫対策を指導できるよう、防疫体制を整備するとともに、災害発生時に、市

町村はもとより関係機関・団体間で、速やかな情報伝達と協力が行えるよう、日ごろか

ら連携の強化に努める。  
２ 特に、家畜に必要不可欠な飼料の供給にあたっては、飼料工場や主要港等の主な飼料

関係施設が被災した際にも飼料の確保が図られるよう、国及び県内の飼料取扱業者等と

積極的な協力体制の構築を図る。  
 
 
第６ 住宅の確保対策の事前措置  
 

〔実施責任：土木部建築課、市町村〕  
 
１ 住宅の供給体制の整備  

 津波等により大きな被害が発生した場合、多数の応急住宅の需要が予想されるので、

県及び市町村は、住宅の供給体制の整備に努めるものとする。  
  県は、（一社）鹿児島県建築協会等との協定などにより、被災住宅の応急修理を迅

速に実施できるよう体制を整えるものとする。  
  県及び市町村は、災害により住家を失った人に対して迅速に住宅を提供できるよう、

県営や市町村営の公営住宅等の空き状況が速やかに把握できる体制を整えるものとす

る。  
  県は、災害により住家を失った人に対し、（一社）プレハブ建築協会との協定など

による応急仮設住宅の提供や（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会等との協定による

民間賃貸住宅の情報提供をすることにより、迅速に住家を確保できる体制を整えるも

のとする。  
  市町村は、応急仮設住宅等への入居基準等について、あらかじめ定めておくものと

する。  
  県及び市町村は、国・県で確保している応急仮設住宅用等資材を円滑に調達できる

ように、入手手続等を整えておくものとする。  
 （国・県の応急仮設住宅用等資材の状況については、第３部第３章第１０節「住宅 

 の供給確保」を参照）  
 
２ 応急仮設住宅の建設予定候補地の把握  

 市町村は、速やかに用地確保ができるように、市町村毎に応急仮設住宅の建設予定候

補地を把握しておくものとする。  
 なお、候補地の選定にあたっては、津波浸水やがけ崩れ等による被災の可能性につい

て、十分留意する必要がある。   
 また、市町村は、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の

教育活動に十分配慮するものとする。  
 
 
第７ 文化財や文教施設に関する事前措置  
 

〔実施責任：教育庁文化財課、市町村〕  
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１ 文化財に関する事前措置  

  県は、文化財の所有者又は管理者に対する防災体制の確立指導を行うものとする。  
  県は、文化財の所有者又は管理者に対する文化財（建造物、麿崖仏等）の耐震調査

の指導を行うものとする。  
  文化財の所有者又は管理者は、文化財防火デーの防災訓練等を実施するものとする。 

 
２ 文教施設に関する事前措置  

  県は、博物館、美術館、郷土館等の所有者又は管理者に対する防災体制の確立指導

を行うものとする。  
  博物館、美術館、郷土館等の所有者又は管理者は、定期的に防災訓練等を実施する

ものとする。  
 
 

第８ 総合防災力の強化に関する対策  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課、消防保安課、市町村〕  
 
１ 防災拠点の整備の推進  

 大規模災害における適切な防災対策を実施するためには、平素から防災に関する意識

の高揚や対応力の向上に努める一方、災害の発生時において、住民が避難し、防災活動

を実施するための拠点を確保する必要がある。  
 このため、平常時の防災知識の普及啓発、訓練機能、防災資機材の備蓄機能、災害時

の防災活動拠点機能などを有するものとして、自治会、町内会の区域にはコミュニティ

防災拠点を、小学校区又は中学校区には地域防災拠点の整備を進めていくとともに、県

全域を対象とした広域防災拠点の整備についても引き続き検討していく。  
 
２ 消防・防災ヘリコプターの運航体制の確立  

 消防・防災ヘリコプターの運航を円滑に行うため、市町村消防職員により編成した防

災航空隊の訓練、ヘリポートやヘリコプター活動拠点の整備充実、警察本部及び自衛隊

保有のヘリコプターとの連携強化を平行して進める。  
 

３ 災害時のヘリコプター利用の事前協議  
  地域の実情を踏まえ、多数のヘリコプターが災害対策活動をする場合を想定し、航空

運用調整班を構成するヘリコプターを保有する防災関係機関において、災害時のヘリコ

プターの利用について、あらかじめ協議しておくものとする。  
 
４ 災害応急対策体制の構築  

県及び市町村は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業

団体等との災害協定の締結を推進するものとする。  
また、県は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、迅速かつ円滑に災害

応急対策、災害復旧・復興を実施するための備えとして、災害応急対策への協力が期待

される建設業等の担い手の確保・育成・定着に取り組む。  
県、市町村は、土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等

による支援を行うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努める。  
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県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援

を受けられるよう、あらかじめ、病院等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係

る機関が保有する施設の非常用電源等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。ま

た、発災後の事業継続が可能となるよう、重要施設等に対し、非常用電源等で使用する

燃料の備蓄を呼びかけるよう努めるものとする。  
 
５ 予防保全や復旧作業の迅速化に向けた相互連携  

県、電気事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網、通信網に支障が生

じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の

復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努めるものとする。なお、事前伐採等

の実施に当たっては、市町村との協力に努めるものとする。  
 
６ 防災行動計画  

県、市町村及び防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め

想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作

成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見

直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるもの

とする。  
 
 
第 11 節  複合災害対策体制の整備  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課、市町村、防災関係機関〕  
 
第１ 県及び市町村等の複合災害対策  
 
 県及び市町村等は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念

される場合には、先発災害に多く動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分がで

きない可能性があることに配慮した要員・資機材の投入判断を行うことや、外部からの支

援を早期に要請することなど、複合災害発生時の対応をあらかじめ定めるよう努める。  
 
第２ 複合災害を想定した訓練  
 
 県及び市町村等は、様々な複合災害を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立ち

上げ等の実動訓練等の実施に努める。  
 
第 12 節  災害対策基金管理体制の整備  
 
 県は、災害救助関係費用の支弁に関する財源をはじめ、災害対策に要する経費の財源に

充てるため、災害救助基金及び財政調整積立基金等の積立を行い、的確な運用を図る。  
 

 

 

 

 

災 害 救 助 基 金 の 積 立 災 害 対 策 基 金 管 理 体 制 の 整 備  

財 政 調 整 積 立 基 金 の 積 立  
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第１ 災害救助基金の積立  
 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課〕  
 
１ 災害救助基金の積立額  

災害救助法第 23 条の規定により災害救助基金の各年度における最少額は、県の当該

年度の前年度の前３年間における、地方税法に定める普通税収入額の決算額の平均年額

の 5 /1000 に相当する額とする。ただし、災害救助法の適用等により、その額が最少額に

満たない場合は、当該年度の最小額に達するまで積み立てるものとする。  
 
２ 災害救助基金の運用方法  
   災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れるものとする。なお、 
 基金の運用は確実な銀行への預金、その他確実な債券の応募又は買入、被服、寝具等給   
与品の事前購入の方法によることとする。  
 
 
第２ 財政調整積立基金の積立  
 

〔実施責任：総務部財政課〕  
 
 県は、地方自治法及び地方財政法の規定により、財政調整積立基金の設置、管理及び処

分に関する条例を定めて財政調整積立基金を設置し、その運用に当たっている。  
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第４章 県民の防災活動の促進  

 

 津波災害に際して、効果的な防災対策を行うためには、平素より県民や防災機関職員の

防災知識の普及・啓発、防災訓練を実施しておくほか、自主防災組織や防災ボランティア

の育成強化、要配慮者対策等を推進し、県民の防災意識と対応能力の強化を図っておくこ

とが必要である。本章では、このような県民の防災活動の促進について、その対策を定め

る。 

防災知識の普及、訓練を実施するに当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊

産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう

努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努め

る。  

 

第１節 防災知識の普及啓発  

 

 津波災害に際して的確な行動がとれるよう、県民及び防災関係職員に対し、災害予防又

は災害応急対策等に関し、防災知識の普及啓発を図っておく必要がある。 

 このため、災害予防又は災害応急対策の実施の任にある各機関は、それぞれ防災知識の

普及・啓発を推進するとともに教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関する

テキストやマニュアルの配布、有識者による研修や講演会、実地研修の開催等により、防

災教育を実施する。 

 また、県及び市町村は、県民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の

促進のため、専門家の知見も活用しながら、防災に関する様々な動向や各種データを分か

りやすく発信する。 

 なお、防災知識の普及・啓発の推進にあたっては、その内容が性別による固定的な役割

にとらわれることのないように留意する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

第１ 県民に対する防災知識の普及啓発  

 

  〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、総務部広報課、教育庁、市町村、防

災関係機関〕 

 

 １ 基本的な考え方  

  県及び市町村は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基

本となることを踏まえ、津波警報等や避難指示等の意味と内容の説明など、啓発活

動を住民等に対して行う。また、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域

の合意形成の促進のため、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発

信する。  

  県及び市町村等は、防災週間、津波防災の日及び防災関連行事等を通じ、住民に

県 民 に 対 す る 防 災 知 識 の 普 及 啓 発  防 災 知 識 の 普 及 啓 発  

防災関係機関の職員への防災研修等の実
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対し、津波災害時のシミュレーション結果等を示しながらその危険性を周知すると

ともに、以下の事項について普及啓発を図る。  

 ア  避難行動に関する知識  

  ・強い揺れ又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは迅速かつ自

主的にできるだけ高い場所に避難すること 

  ・避難に当たっては徒歩によることを原則とすること 

  ・自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促すこと 

  ・大津波警報を見聞きしたら速やかに避難すること 

  ・標高の低い場所や沿岸部にいる場合など、自ら置かれた状況によっては、津波

警報でも避難する必要があること、海岸保全施設等よりも海側にいる人は、津

波注意報でも避難する必要があること 

  ・「巨大」等の定性的表現となる大津波警報が発表された場合は最悪の事態を想

定して最大限の避難等防災対応をとる必要があること 

  など  

イ 津波の特性や津波に関する知識 

  ・津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること 

  ・第二波・第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっ

ては一日以上にわたり継続する可能性があること 

  ・強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や

遠地地震の発生の可能性、海底噴火など火山起因の津波の発生の可能性 

  など  

ウ 津波警報等の意味や内容、地震発生直後に発表される津波警報等の精度には 

一定の限界があること 

エ 津波警報等の発表時や避難指示の発令時にとるべき行動 

オ 沖合の津波観測に関する情報の意味や内容、この情報が発表されてから避難す

るのではなく避難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警報等であること 

カ 津波に関する想定・予測の不確実性 

 ・地震や津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること 

 ・浸水想定区域外でも浸水する可能性があること 

 ・避難場所の孤立や避難場所自体の被災も有り得ること 

 など  

キ  旅行先などで津波災害に遭う可能性があること 

 

２ 鹿児島県防災研修センターにおける防災研修等の実施  

 県は、鹿児島県防災研修センターにおいて一般県民、自主防災組織、町内会、各種団

体・学校を対象に防災に関する研修・訓練、情報提供を行うと共に、その内容の充実に

努める。また、地域の自主防災活動、教育機関における防災教育等を支援するため県内

において防災に関する出前講座（防災出前講座）を実施する。出前講座の実施に当たっ

ては、市町村等からの申請に基づき、県防災アドバイザーを活用するものとする。 

 

３ 県民への防災広報等による防災知識の普及啓発  

 防災週間や防災関連行事等において、各種媒体を利用して行うほか、労働安全、交通

安全等、災害安全運動の一環として各対策実施機関ごとに災害防止運動を行い、県民の

防災の知識を高め、防災知識の普及を図る。 
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  防災知識の普及・啓発の手段（媒体） 

   県が行う防災知識の普及は、以下に示す各種媒体を活用して行う。 

ア ラジオ（コミュニティ FM 放送を含む。）、テレビ、有線放送等放送施設 

イ 新聞 

ウ 県ホームページ（モバイルを含む） 

エ 広報紙、印刷物（チラシ、ポスター等） 

オ 映画、ビデオ、スライドの製作 

カ 広報車の巡回 

キ 講習会、パネル展示会等の開催 

ク ＳＮＳ（Ｘ（旧ツイッター）、県公式ＬＩＮＥ等） 

ケ その他 

  防災知識の普及・啓発の内容 

 県民への防災知識の普及啓発の内容は、概ね以下のとおりである。なお、普及に際

しては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の地域における支援

体制の整備や、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努

めるほか、避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者

が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の

徹底を図るものとする。 

 

ア  県民等の責務 

   (ｱ) 県民及び事業者 

 自ら防災対策を行うとともに、市町村、県及び防災関係機関と連携し及び協働

すること。 

   (ｲ) 自主防災組織 

 地域における防災対策を行うとともに、市町村、県及び防災関係機関と連携し

及び協働すること。 

イ 地域防災計画の概要 

ウ 災害予防措置 

   (ｱ) 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認

識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することな

く適切な行動をとること 

(ｲ) 家庭での予防・安全対策 

① 津波・地震等に備えた「最低３日、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯ト

イレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄 

② 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

③ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

④ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所等での飼養についての準 

備 

⑤ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等 

   (ｳ) 出火防止、初期消火等の心得 

   (ｴ) 家屋内、路上、自動車運転中など、様々な条件下で地震等が発生した時の行動 

(ｵ) 警報発表時や避難指示等の発令時にとるべき行動、緊急避難場所や避難所での

行動 

(ｶ) 災害時の家族内の連絡体制について、あらかじめ決めておくこと 

(ｷ) 災害危険箇所の周知 
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(ｸ) 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経

路等の確認 

(ｹ) 負傷者、要配慮者等の救助の心構えと準備 

(ｺ) 船舶等の避難措置 

(ｻ) 気象庁が発表する緊急地震速報の仕組みと対応行動 

(ｼ) 気象庁が発表する津波警報等、地震津波関係情報の内容 

(ｽ) 地震・津波に関する基礎知識及び津波避難行動 

(ｾ) その他 

エ 災害応急措置 

(ｱ) 災害対策の組織、編成、分掌事務 

(ｲ) 災害調査及び報告の要領、連絡方法 

(ｳ) 防疫の心得及び消毒方法、清潔方法等の要領 

(ｴ) 災害時の心得 

ａ 災害情報の聴取並びに聴取方法 

ｂ 停電時の照明 

ｃ 非常食料、身廻り品等の整備及び貴重品の始末 

ｄ 初期消火、出火防止の徹底 

ｅ 避難の方法、避難路及び緊急避難場所等の確認 

ｆ 高齢者等要配慮者の避難誘導及び緊急避難場所等での支援 

(ｵ) その他 

オ 災害復旧措置 

(ｱ) 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、

生活の再建に資する行動 

カ 被災地支援 

キ その他、災害の態様に応じて取るべき手段・方法等 

   防災知識の普及啓発の時期 

普及の内容により、最も効果のある時期を選んで行うものとする。 

 なお、県、市町村その他防災機関は、「県民防災週間」（５月第４週）、「防災週

間」（「防災の日」９月１日を含む１週間）、「防災とボランティア週間」（「防災

とボランティアの日」１月 17 日を含む１月 15 日から１月 21 日）、「津波防災の日」

（11 月５日）に合わせて重点的な防災思想の普及宣伝に努める。 

 

４ 学校教育・社会教育における防災知識の普及啓発  

  幼稚園、小・中・義務教育学校、高等学校、特別支援学校、大学における学校教育は、

その発達段階に合わせた副読本等や映画・ビデオ等の教材を活用するほか、適宜訓練や

防災講習等をカリキュラムに組み込むなど、教育方法を工夫しつつ実施する。また、県

及び市町村は、学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画

やマニュアルの策定が行われるよう促すとともに、学校における消防団員が参画した体

験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとする。 

 県防災研修センターは、学校教育における取組を支援するため、防災教育に関する情

報の提供に努め、各学校からの要望に応じて防災出前講座を行う。 

 青少年、女性、高齢者、障害者、ボランティアなどを対象とする社会教育の場での防

災教育は、県防災研修センター（含 防災出前講座）や公民館等の各種社会教育施設等

を活用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、それぞれの属

性等に応じた内容や方法を工夫した研修や訓練等に配慮する。 
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 いずれの場合も、地震・津波に関する基礎的知識、防災情報（特に緊急地震速報や津

波警報等）、災害の原因及び避難、救助方法等をその内容に組み入れ、防災教育を徹底

するとともに、住んでいる地域の特性や過去の地震・津波の教訓等について、実践的防

災教育支援事業の成果も踏まえ継続的な防災教育に努める。 

 

５ 災害教訓の伝承  

  住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教育、慰霊祭等の開催、伝承

碑の保存その他の方法により、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 

県及び市町村は、過去の大規模災害の教訓や災害文化を後世へ伝承するための調査分

析結果や各種資料の収集・保存、住民及び児童・生徒への周知に努める。また、災害に

関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよ

う努める。 

  また、災害教訓や伝承の重要性について啓発を行うほか、調査分析結果や各種資料の

収集・保存等により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 

 

 

第２ 防災関係機関の職員への防災研修等の実施  

 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課、総務部人事課、市町村、防 

      災関係機関〕 

 

 県、市町村及び防災関係機関は、日頃より各々の職員に対して、防災対策の責務・役割

を徹底するとともに、地域防災計画等の内容や災害対策関係法令等の講習・研修を行い、

職員の防災意識と防災活動能力の向上を促すものとする。 

 なお、津波や地震災害時において、県、市町村及び防災関係機関の職員は、それぞれの

立場に応じて災害対策の責任を負うこととなるため、各自において、家屋の家具の固定や

補強、飲料水、食料、医薬品・非常持ち出し品の用意などの防災準備を行うとともに、日

頃より様々な防災知識の習得を心掛けるなど、自己啓発に努めるものとする。 
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第２節 防災訓練の効果的実施  

 

〔実施責任：危機管理防災局危機管理課・災害対策課、市町村、防災関係機関〕 

 

 災害時において、災害応急対策計画に定められている各種の応急措置を迅速確実に行え

るよう、関係機関と協力して訓練を行う必要がある。このため、災害応急対策の実施責任

を有する機関は、各々目標を設定し、効果的な防災訓練の実施を推進する。 

訓練に当たっては、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、

学校等においてきめ細かく実施し、又は行うよう指導し、住民の津波発生時の避難行動、

基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。 

特に、津波災害を想定した訓練の実施に当たっては、津波到達時間の予測は比較的正確

であることを考慮しつつ、最大クラスの津波やその到達時間を踏まえた具体的かつ実践的

な訓練を行うよう努める。 

 

 

１ 防災訓練の目標・内容の設定  

  防災訓練の目標 

 防災訓練は、時々の状況に応じたテーマを設定し、県・市町村・防災関係機関及び

県民等の参加者が、より実践的な防災活動のノウハウの獲得を目指すものとする。 

  訓練の内容 

 防災訓練の内容には、以下のものが考えられる。 

ア 動員訓練、非常参集訓練 

イ 緊急地震速報（警報）や津波警報等を想定した通信連絡訓練及び対応行動訓練 

ウ 消防訓練 

エ 救出訓練 

オ 避難訓練 

カ 給水・給食（炊飯）訓練 

キ 医療・救護訓練 

ク 輸送訓練 

ケ 広域応援協定に基づく合同訓練 

コ 燃料供給訓練 

サ その他必要な訓練 

 

２ 訓練の企画・準備  

  訓練の時期 

 訓練の種類により、最も訓練効果のある時期を選んで実施する。 

 県は、梅雨期前に総合防災訓練を実施する。また、大正３年に桜島が噴火した日（１

月 12 日）を中心にして、火山、地震、津波に係る防災訓練を実施する。 

 市町村は、防災訓練の効果が期待できる時期に実施するものとする。 

  訓練の場所 

 最も訓練効果をあげうる場所を選んで実施する。家屋の密集している火災危険区域、

建物倒壊が多く見込まれる地域、がけ崩れ等、土砂災害の恐れのある地域、液状化・

浸水の恐れのある地域など、それぞれの地域において十分検討する。 

  訓練時の交通規制 

 県公安委員会は、防災訓練の効果的な実施を図るため、特に必要があると認めると



第２部 津波災害予防 
第４章 県民の防災活動の促進 

 津波 - 112

きは、必要な限度において、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路

における通行を禁止又は制限するものとする。 

 

３ 訓練の方法  

 訓練実施各機関は、単独に又は他の機関と共同して、以下に掲げる訓練を最も効果あ

る方法で行う。防災訓練の実施にあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、津

波や地震及び被害の想定を明らかにするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施

時間等の訓練環境等について具体的な設定を行い、市町村・消防、自衛隊、第十管区海

上保安本部等の防災関係機関と協力する。また、学校、自主防災組織、非常通信協議会、

民間企業、ＮＰＯ法人やボランティア団体等、要配慮者を含めた地域住民等の地域に関

係する多様な主体と連携し、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の

地域における支援体制の整備や、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分

配慮するなどして実戦的な訓練となるよう工夫するとともに、災害対応業務に習熟する

ための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努める。さらに、感染症の拡

大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営

訓練を積極的に実施するものとする。 

県及び市町村は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条

件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民

の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。 

  県が行う訓練 

ア 総合防災訓練 

 県は、総合的な防災訓練を毎年１回時期を定め、防災関係機関と十分連携を取り

ながら実施する。 

イ 非常通信訓練 

 県は、災害時において有線通信系が被災した場合等を想定し、無線通信系による

通信手続の円滑な遂行を図るため、鹿児島地区非常通信連絡会及び市町村等防災関

係機関と十分連携をとりながら訓練を実施する。 

  市町村等が行う訓練 

ア 市町村の総合防災訓練 

 市町村長は、市町村域の各防災関係機関と十分連携をとりながら、総合的な防災

訓練を実施する。 

イ 消防訓練 

 市町村長及び消防関係機関は、消防に関する訓練を単独で実施するほか、必要に

応じ、隣接市町村等と合同で実施する。 

ウ 非常通信訓練 

 市町村長は、県と合同で無線に関する訓練を実施する。 

エ 急傾斜地等の危険箇所のある避難対象地区における避難訓練 

 市町村長は、急傾斜地等の危険箇所のある避難対象地区を対象に、防災関係機関

と協力して、土石流や崖崩れ等土砂災害に対する避難訓練を、毎年出水期前（梅雨

期・台風期前）に実施するように努める。 

  その他防災関係機関が行う訓練 

 防災関係機関は、各々防災業務計画等の定めるところにより防災訓練を実施する。 

  事業所等が行う訓練 

 学校、病院、社会福祉施設、工場、工事事業所、作業場、百貨店等の管理者は、市

町村、消防機関その他関係機関と協力して、入所者等の人命保護のため避難訓練を実
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施するように努める。 

  広域防災訓練 

 県及び市町村は、広域応援協定をより実効あるものとし、災害時応援協定の内容が

的確に実行でき、かつ、協定締結地方公共団体間の連絡体制を確立するために、広域

防災訓練を実施する。 

県及び市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と

連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努める。 

 

４ 訓練結果の評価・統括  

  訓練成果のとりまとめ 

 訓練を実施した場合は、課題等実施結果を記録し、訓練成果を取りまとめ、訓練を

実施したことによって判明した防災活動上の問題点・課題を整理するとともに、次回

の訓練に反映させるよう努める。 

  訓練結果の報告 

 訓練を実施した各機関の長は、実施結果を、訓練実施の日から 20 日以内に防災会議

会長に報告する。 
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第３節 自主防災組織の育成強化  

 

 災害を未然に防止又は軽減するためには、県、市町村及び防災関係機関の防災対策の推

進はもとより、「自らの身の安全は自らが守る」という自覚のもとに、県民一人ひとりが

災害から自らを守るとともに、地域の人々が互いに助け合うという意識を持って行動する

ことが重要である。 

 このため、住民の隣保協同の精神に基づく防災組織の育成・強化を図り、消防団と自主

防災組織や防災士等の多様な主体との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実

を図るとともに、多数の者が出入りし又は利用する施設、危険物を製造若しくは保有する

事業所においても自衛消防隊等を編成し、大規模な災害、事故等に備えるものとする。 

 県は、自主防災組織の活動の活性化を図るため、市町村への助言や県防災研修センター

を活用しての自主防災組織の育成強化のための研修・訓練、情報提供に努める。 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                    

第１ 地域の自主防災組織の育成強化  

 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、市町村、防災関係機関〕 

 

１ 自主防災組織の育成強化体制の確立  

  自主防災組織育成の基本方針 

 災害に対処するには、自分たちの地域は自分たちで守ろうという隣保協同の精神と

連帯感に基づく、地域ぐるみの住民の自主的な防災組織が必要である。 

 このため、県及び市町村は災害時に、通信・交通の途絶等による防災関係機関の防

災活動の機能低下時や、災害発生初期等における情報連絡、避難誘導、救出・救護、

初期消火等が行える地域住民による自主防災組織の育成強化を図る。 

  自主防災組織の整備計画の作成 

 市町村は、市町村地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、消防本部等と連

携をとりながら、その組織化を促進するとともに、自主防災組織の育成強化に関して

必要な助言及び指導を行うものとする。 

  地域自主防災組織設立促進協議会の設置 

 県は、自主防災組織の結成促進や活動の活性化を目的として、各地域振興局・支庁

ごとに「地域自主防災組織設立促進協議会」を設置し、自主防災組織結成の気運醸成

を図るとともに、防災に係る地域課題の解消のための方策を検討する。 

地 域 の 自 主 防 災 組 織 の 育 成 強 化  自 主 防 災 組 織 の 育 成 強 化  

防 災 リ ー ダ ー 等 の 育 成 強 化  

事 業 所 の 自 主 防 災 体 制 の 強 化  
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２ 自主防災組織の組織化の促進  

  自主防災組織の重点推進地区 

  自主防災組織の組織化については、特に災害発生の危険性の高い次の災害箇所を重

要推進地区とする。 

ア 急傾斜地崩壊危険箇所等がけ崩れによる災害が見込まれる地区 

イ 土石流発生危険渓流のある地区 

ウ 山地崩壊危険区域のある地区 

エ 家屋密集等消防活動困難地区 

オ 地盤振動・液状化危険のある地区 

カ 津波危険のある地区 

キ 工場等の隣接地区 

ク 高齢化の進んでいる過疎地区 

ケ その他危険区域 

  自主防災組織の単位 

 自主防災組織の単位については、自主防災組織が地域住民の隣保協同の精神に基づ

くものであることから、次の事項に留意するものとする。 

ア  住民が地域の連帯感に基づいて防災活動を行うことが期待できる規模であるこ

と。 

イ 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性をもっている地域であること。 

  自主防災組織の組織づくり 

 町内会、自治公民会等の既存の自治組織を自主防災組織として育成することを基本

とし、次のような方法等により組織づくりを進めるものとする。 

ア 町内会、自治公民会等の既存の自治組織に、その活動の一環として、防災活動を

組み入れることにより自主防災組織として育成する。 

イ  町内会や自治公民館の役員等自主防災組織の核となるリーダーの養成研修を行

い、組織の育成強化を図る。 

ウ 何らかの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図って、自主防災組

織を育成する。 

エ 青年団、女性団体、ＰＴＡ等、その地域で活動している組織を活用して自主防災

組織として育成する。 

 

３ 自主防災組織の活動の推進  

  自主防災組織の規約及び防災計画の作成 

 自主防災組織は、地域の規模、態様によりその内容が異なるが、それぞれの組織に

おいて、規約及び防災計画（活動計画）を定める。 

  自主防災組織の活動の推進 

 自主防災組織は、地域の実情に応じた防災計画（活動計画）に基づき、平常時の活

動においても、災害発生時において効果的な防災活動ができるように努める。 

ア 平常時の活動 

(ｱ) 防災に関する知識の普及 

(ｲ) 防災訓練（避難訓練、消化訓練等）の実施 

(ｳ) 情報の収集伝達体制の確立 

(ｴ) 火気使用設備器具等の点検 

(ｵ) ２～３日分の食料・防災用資機材の備蓄及び点検等 

(ｶ) 斜面災害等の災害危険箇所の掌握・点検 
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イ  災害発生時の活動 

(ｱ) 地域内の被害状況等の情報収集 

(ｲ) 住民に対する避難指示等の伝達、確認 

(ｳ) 責任者による避難誘導 

(ｴ) 救出・救護の実施及び協力 

(ｵ) 出火防止及び初期消火 

(ｶ) 炊き出しや救援物資の配布に対する協力等 

 

 

第２ 防災リーダー等の育成強化  

 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、市町村、防災関係機関〕 

 

 平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成 23 年３月に発生した東日本大震災で

は、若年層や高校生等のボランティア活動への参加が各地でみられたが、地域の防災活動

の担い手として、これらの層が自主防災組織等の活動に参加しているという状況はあまり

見られない。 

 今後、地域の防災活動をさらに魅力と活力あるものにするため、多様な世代が参加でき

るような環境の整備等により、自主防災組織等が日常的に活動し、また、訓練を行うよう

実施を促し、地域の防災活動への参画を促進すると共に、研修の実施等による地域防災推

進員等の地域の防災リーダー等を育成できるよう、積極的に創意・工夫していく。 

 なお、男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、女性の地域防災推進員などの地域

の防災リーダーへの女性の育成についても取り組む。 

 

 

第３ 事業所の自主防災体制の強化  

 

〔実施責任：危機管理防災局消防保安課、市町村、防災関係機関〕 

 

１ 工場、事業場等における自衛消防隊等の設置  

  自衛消防隊等の設置の目的 

 高層建築物、劇場、百貨店、旅館、学校、病院、社会福祉施設等多数の者が出入り

し、又は利用する施設及び石油、ガス等の危険物を製造若しくは保有する工場等にお

いては、火災の発生、危険物類の流出等により大規模な被害発生が予想されるので、

これらの被害防止と軽減を図るため、自衛消防隊等を設置する。 

  自衛消防隊等の設置対象施設 

ア 中高層建築物、劇場、百貨店、旅館、学校、病院、社会福祉施設等多数の者が出

入りし、又は利用する施設 

イ 石油類、高圧ガス、火薬類、毒劇物等を貯蔵し、又は取扱う製造所、貯蔵所及び

取扱所 

ウ 多数の従業員がいる事業所等で自衛消防隊等を設置し、防災防止にあたることが

効果的である施設 

エ 雑居ビルのように同一施設内に複数の事業所があり、共同して自衛消防隊等を設

置することが必要な施設 
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  自衛消防組織等の設置要領 

 学校、病院、百貨店、社会福祉施設等多数の者が出入りする防火対象物の管理権原

を有する者は、防火管理者等を適正に選任するとともに、自衛消防組織を置き、消防

計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要

な業務を適正に行わせるなど防火管理体制の充実を図る。 

 消防機関は、自衛消防組織の設置、活動等について、その実態に応じ適正に指導す

る。危険物施設や高圧ガス施設等については、周辺に及ぼす影響が大きいことから、

施設管理者に、事業所相互間の応援体制を整備するよう指導する。 

 

 

２ 自衛消防隊等の活動の推進  

  自衛消防隊等の規約及び防災計画の作成 

   それぞれの組織において規約及び防災計画（活動計画）を定める。 

  自衛消防隊等の活動の推進 

 ア  平常時 

(ｱ) 防災訓練 

(ｲ) 施設及び整備等の点検整備 

(ｳ) 従業員等の防災に関する教育の実施 

  イ  災害時 

(ｱ) 情報の収集伝達 

(ｲ) 出火防止及び初期消火 

(ｳ) 避難誘導・救出救護 

 

 

第４節 住民及び事業者による地区内の防災活動の促進  

 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、市町村〕 

 

 市町村内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区にお

ける防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避

難支援体制の構築等自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案

として、市町村防災会議に提案するなど、当該地区の市町村と連携して防災活動を行う。 

 市町村は、市町村地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市町村内の一定の地区

内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるとき

は、市町村地域防災計画に地区防災計画を定める。 
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第５節 防災ボランティアの育成強化  

 

 津波災害時等においては、個人のほか、専門分野のボランティア等の組織が、救助、救

急等の災害応急活動に従事するとともに、被災者個人の生活の維持・再建を支援するなど、

発災直後から復旧過程に至る各段階において大きな役割を果たす。 

 このため、津波や地震災害時におけるボランティア活動が効果的に生かされるよう、平

常時から、個人あるいは地域や事業所の自主防災組織のほか、幅広いボランティアの育成

強化のための対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

第１ 防災ボランティアとの連携体制の整備  

 

〔実施責任：日本赤十字社鹿児島県支部、鹿児島県社会福祉協議会、市町村社会福祉協

議会、危機管理防災局危機管理課、保健福祉部保健医療福祉課・社会福祉

課・障害福祉課・薬務課・高齢者生き生き推進課、観光・文化スポーツ部

国際交流課、男女共同参画局くらし共生協働課、土木部建築課、市町村、

ボランティア関係協力団体〕 
 
１ 県における連携体制の整備  

 津波や地震災害が発生した場合における防災ボランティア活動の環境整備を図るた

め、県関係所管課（次表を参照）において、平常時から、地域団体やＮＰＯ法人、ボラ

ンティア団体等の防災活動の支援やリーダー育成を図るとともに、それら団体と協力し

て、防災ボランティアの活動内容に応じた関係協力団体等との連携体制の確立に努める。 

 県は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に関する事業者

及び県民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進等に努める。 

 

 表 2.3.4.1 ボランティアの活動内容  

ボ ラ ン テ ィ ア 

の 区 分 
活 動 内 容 等 

ボランティア関係協力団体 

（登録・教育・訓練等を行う） 
所 管 課 

専門分野のボランティア 

通 信 通信、情報連絡 
日本アマチュア無線連盟県支部 
鹿児島県赤十字アマチュア無線奉仕団 

危機管理課 

ボ ラ ン テ ィ ア

コーディネーター 

避 難 所 等 に お け る ボ ラ

ンティアの指導・調整 

県社会福祉協議会 

日本赤十字社鹿児島県支部 
社会福祉課 

医 療 人命救助、看護、 

メンタルヘルス 

県医師会、県歯科医師会、県薬

剤師会、県看護協会、ボランテ

ィア医療団体、日本赤十字社鹿

児島県支部 

保 健 医 療 福 祉 課  

薬 務 課 

医 師 ・ 看 護

人 材 課 

介 護 避 難 所 等 の 要 介 護 者 の

対 応 及 び 一 般 ボ ラ ン テ

ィアへの介護指導等 

県社会福祉協議会、市町村社会

福祉協議会 

高 齢 者 生 き

生き推進課 

障害福祉課 

建 築 判 定 建物の倒壊等危険度 鹿児島県被災建築物応急 建 築 課 

防 災 ボ ラ ン テ ィ ア と の 連 携 体 制 の 整 備  防 災 ボ ラ ン テ ィ ア の 育 成 強 化  

防災ボランティア活動支援のための環境整
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の判定 危険度判定協議会 

通 訳 外国語通訳、翻訳、 

情報提供 

県国際交流協会、 

ボランティア通訳 

国際交流課 

く ら し 共 生 協 働 課 

 

ボ ラ ン テ ィ ア 

の 区 分 
活 動 内 容 等 

ボランティア関係協力団体 

（登録・教育・訓練等を行う） 
所 管 課 

一 般 分 野 の ボ ラ ン テ ィ ア 

生 活 支 援 

物資の仕分け、配送、 

食料の配給、清掃等 

県社会福祉協議会、市町村

社会福祉協議会、日本赤十

字社鹿児島県支部 

社会福祉課 

 

２ 市町村及び関係機関等における連携体制の整備  

 市町村及び関係機関等においては、平常時から、地域団体やＮＰＯ法人、ボランティ

ア団体の防災活動の支援やリーダーの育成を図るとともに、当該区域内の防災ボランテ

ィアに関する窓口を定め、それらの団体等の活動実態を把握しておき、災害時に防災ボ

ランティアが円滑に活動できるよう連携体制の整備に努める。 

 また、市町村は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市町村地域防

災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者（市町村社会福祉協議会等）

との役割分担等を定めるよう努める。特に災害ボランティアセンターの設置予定場所に

ついては、市町村地域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじ

め明確化しておくよう努める。 

市町村は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に関する事

業者及び住民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進等に努める。 

 

第２ 防災ボランティア活動支援のための環境整備  

 

〔実施責任：日本赤十字社鹿児島県支部、県社会福祉協議会、危機管理防災局災害対

策課、保健福祉部保健医療福祉課・社会福祉課・障害福祉課・高齢者生

き生き推進課、観光・文化スポーツ部国際交流課、男女共同参画局くら

し共生協働課、県警察、市町村、関係機関等〕 

 

１ 県による環境整備  

 県は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、災害時における防災ボランティア活動が

安全かつ迅速（安全の確保を最優先としつつも迅速）に行われるよう、活動環境の整備

を図るため、以下に例示する取組みに努める。 

   防災ボランティアへの参加の啓発、防災ボランティアの教育・訓練、登録等 

県社会福祉協議会、日本赤十字社鹿児島県支部、その他のボランティア関係協力団

体と連携を図り、防災ボランティア活動への参加について啓発を行うとともに、防災

ボランティアの総合的な教育・訓練、調整等を行う。また、平常時から、防災ボラン

ティア登録の円滑化を図る。 

また、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、県は、登録被

災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の改善を図るものとする。 

   ボランティアコーディネーター等の養成 

   県社会福祉協議会、日本赤十字社鹿児島県支部、その他のボランティア関係協力団
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体と連携し、災害時の防災ボランティア活動のあり方、求められるマンパワーの要件、

活動の支援・調整等についての講習会等を実施することにより、ボランティアコーデ

ィネーター等の養成を行う。 

 ⑶  避難生活支援リーダー／サポーター等の育成・確保 

県は，避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組

む地域のボランティア人材の育成・確保に努めるものとする。 

 ⑷  防災ボランティア拠点相互のネットワーク化 

他の地域の防災ボランティア拠点との連絡調整を円滑に行えるようにするため、非

常用電話、パソコン等の整備を図り、拠点相互のネットワークを構築する。 

⑸ ボランティア活動保険制度の周知 

防災ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア活動保険制度の周知を

図るなど、加入促進に努める。 

⑹ 研修に対する講師の派遣等への協力 

消防学校や研修会等において、消防の分野に係る知識、技能の修得について、研修

の実施や民間団体が行う研修に対する講師の派遣など協力を行う。
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２ 市町村による環境整備  

   防災ボランティアへの参加の啓発と知識の普及 

市町村は、住民に防災ボランティア活動への参加について啓発するとともに、防災

ボランティア活動が安全かつ迅速（安全の確保を最優先としつつも迅速）に行われる

よう必要な知識を普及する。 

また、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、市町村は、登

録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の改善を図るものと

する。 

 ⑵  避難生活支援リーダー／サポーター等の育成・確保 

市町村は，避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取

り組む地域のボランティア人材の育成・確保に努めるものとする。 

 ⑶  防災ボランティア登録・把握 

 市町村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、平常時から、市町村社会福祉協議

会及びその他のボランティア関係協力団体との連携を図り、大規模災害が発生した場

合に、被災地において救援活動を行う防災ボランティアの登録、把握に努めるととも

に、県社会福祉協議会及びその他のボランティア関係協力団体へ随時報告しておくも

のとする。   

 ⑷  大規模災害時の防災ボランティア活動の拠点の確保等 

   市町村は、大規模災害に備えた避難所を指定する際に、災害時の防災ボランティア

の活動の拠点の確保についても配慮するとともに、防災ボランティア活動の受入や調

整を行う体制、活動上の安全確保、被災者のニーズ等の情報提供方策等について整備

を推進する。 

 ⑸  防災ボランティアの活動環境の整備 

市町村は，防災ボランティアの活動環境として，行政・ＮＰＯ・ボランティア等の

三者で連携し，平時の登録，ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の

制度，災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制，防災ボラン

ティア活動の拠点の確保，活動上の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて整備を推進するとともに，そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化

を，研修や訓練を通じて推進するものとする。 

 ⑹  消防本部による環境整備 

消防機関は、消防の分野に係る防災ボランティアの効率的な活動が行われるよう、

日頃から、防災ボランティアの研修への協力等を行うとともに、地域内の防災ボラン

ティアの把握、ボランティア団体との連携、防災ボランティアの再研修、防災ボラン

ティアとの合同訓練等に努めるものとする。 

 

３ 警察本部による環境整備  

 県警察は、市町村と協力して、被災地における各種犯罪・事故の未然防止と、住民等

の不安の払拭を行うボランティア関係組織・団体との連携を図るとともに、必要に応じ

て、これらの活動の中核となる防犯協会等の防犯団体に対し、指導、助言を行うものと

する。 

 

４ 日本赤十字社鹿児島県支部による環境整備  

 日本赤十字社鹿児島県支部は、日本赤十字社本来の活動分野である医療救護活動、救

援物資の搬入出・配分及び炊き出し等被災者の自立支援活動を迅速に遂行するため、あ

るいは、国際赤十字委員会・各国赤十字社の要請による在日外国人の安否調査等の活動

を遂行するため、平素より、防災ボランティアを養成・登録するものとする。 

 また、日本赤十字社の通常の活動分野以外のサービスを実施できるように、災害救助

法第 15 条第２項に基づき、県、市町村、社会福祉協議会等関係機関と協力し、連絡調整

を行う。 

 

５ 県社会福祉協議会による環境整備  
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県社会福祉協議会は、福祉的な立場から被災者救援活動に参加することとし、県や市

町村社会福祉協議会及び関係機関・団体と連携を図りながら、平常時から、以下に例示

する取組みを行い、大規模災害時におけるボランティア活動を支援する環境整備に努め

る。 

  市町村福祉協議会に登録されているボランティアの把握、及び県社会福祉協議会で

受付けたボランティアの登録を行うこと。 

   県社会福祉協議会策定の「災害時の福祉救援ボランティア活動支援マニュアル」を

必要に応じ改訂するとともに、市町村社会福祉協議会の「福祉救援ボランティア活動

支援マニュアル」の策定を支援すること。 

   ボランティアコーディネーターの設置、養成を進めること。 
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第６節 企業防災の促進  

 

〔実施責任：商工労働水産部中小企業支援課、危機管理防災局危機管理課、市町村〕 

 

企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、

地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、

リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマ

ネジメントの実施に努めるものとする。具体的には、各企業において災害時に中核事業を

継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、

防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、損害保険等の加入や融資等の確保等による資

金の確保、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要な

ライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の

取組を継続的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動

の推進に努める。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害

応急対策等に係る業務に従事する企業等は、国、県及び市町村が実施する企業等との協定

の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものとする。 

また、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動する

ことのないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさ

せるための適切な措置を講ずるよう努める。 

国（内閣府、経済産業省等）、県、市町村及び各企業の民間団体は、企業防災に資する

情報の提供等を進めるとともに、企業のトップから一般職員に居たる職員の防災意識の高

揚を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に係る取組の積極的評価等により、企業の

防災力向上の促進を図るものとする。また、国（内閣府、経済産業省等）、県及び市町村

は、企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援及

び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構築支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場

の健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。 

県及び市町村は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への

積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うなど、企業の防災力向上の促進に

努める。 
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第７節 要配慮者の安全確保  

 

 高齢者や乳幼児、病弱者、心身に障害を持つ者、外国人、観光客・旅行者等は、災害時

に迅速・的確な行動が取りにくく、被害を受けやすいことから、「要配慮者」といわれて

いる。今後とも、高齢化や国際化の進展、高速交通網の発達による県内への流入人口の増

等に伴い、「要配慮者」が増加することが予想される。このため、県、市町村及び防災関

係機関は、平素より、要配慮者の安全を確保するための対策を推進する。 

 
 

 

 

 

 

 

第１ 地域における要配慮者対策  

 

〔実施責任：危機管理防災局災害対策課、保健福祉部社会福祉課・障害福祉課・高

齢者生き生き推進課、観光・文化スポーツ部国際交流課、男女共同参

画局、くらし共生協働課、市町村、防災関係機関〕 

 

１ 要配慮者の把握  

 市町村は、市町村の各部局等が保有する各種の情報を要配慮者の避難支援の目的にそ

って抽出及び重複を整理し、要配慮者の実態把握と関係部局間での共有化を図る。 

 特に、避難にあたって他人の介添えが必要な避難行動要支援者については、避難行動

要支援者名簿を作成し、把握に努める 

 また、要配慮者に関する情報等は、自主防災組織や、町内会等の範囲ごとに把握する。 

  

２ 避難行動要支援者対策  

  避難行動要支援者名簿及び個別避難計画 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局など関係部

局との連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支

援者名簿を作成する。また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行

動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよ

う、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の

活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

⑵ 個別避難計画の作成 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部

局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難

支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の

同意を得て、個別避難計画を作成するよう努め、個別避難計画の作成を促進するため、

避難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努める

ものとする。 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等にあたっては、国のクラウド型被

災者支援システム等の被災者支援業務を支援するシステムを活用するなど、当該業務

の迅速化・効率化を積極的に検討するものとする。 

さらに、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマッ

地 域 に お け る 要 配 慮 者 対 策  要 配 慮 者 の 安 全 確 保  

社会福祉施設・病院等における要配慮者対策 
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プの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、

必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画

の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

⑶ 避難行動要支援者の避難誘導、安否確認 

市町村は、市町村地域防災計画において、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

に基づき、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うための措置につ

いて定める。 

また、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所

へ移送するために、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等について、

あらかじめ定めるよう努める。 

市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、警察機関、民生

委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対

し、避難行動要支援者本人の同意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、

あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、個別避難計画の実効性を確保

する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達

体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、

名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

なお、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支

援者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や

迅速な安否確認等が行われるよう努める。 

市町村は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、警察機関、民生委

員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、

避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、当該市町村の条例の定

めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、多様な主体の協力を

得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制

の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等

必要な措置を講じる。 

市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援

等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必

要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必

要な配慮をする。 

市町村は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合

は、地区防災計画との整合が図られるよう努める。また、訓練等により、両計画の一体的な運

用が図られるよう努める。 

県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点などの提示、

研修会や訓練の実施等の取組を通じた支援に努める。 

 

３ 緊急連絡体制の整備  

 市町村長は、要配慮者が災害発生時に迅速・的確な行動がとれるよう、地域の要配慮

者の実態に合わせ、家族はもちろん、地域ぐるみの協力のもとに、要配慮者ごとの誘導

担当者を配置するなど、きめ細かな緊急連絡体制の確立を図る。 

 

４ 防災設備・物資・資機材等の整備  

 市町村は、災害発生直後の食料・飲料水等については、住民自らの家庭備蓄によって

も対応できるよう事前の備えを推進しておくとともに、高齢者、乳幼児、傷病者等に配
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慮した救援活動が行えるよう、毛布等の備蓄・調達体制を整備しておくなどの対策を推

進する。 

 

５ 在宅高齢者、障害者に対する防災知識の普及  

 市町村は、要配慮者が災害時に円滑に避難し、被害をできるだけ被らないために、要

配慮者の実態に合わせた防災知識の普及・啓発に取り組む。地域における防災訓練にお

いては、必ず、要配慮者のための地域ぐるみの情報伝達訓練や避難訓練を実施するもの

とする。また、市町村は、ホームヘルパーや民生委員等、高齢者、障害者の居宅の状況

に接することのできる者に対し、家庭における家財点検等の防災知識普及を推進する。 

 

６ 外国人対策  

 外国人に対しては、居住地の届出の際などに、居住地の災害危険性や防災体制等につ

いて十分説明等を行うとともに、避難所や災害危険地区等の表示板等の多言語化を推進

する。 

    また、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日

外国人と、早期帰国に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズ

が異なることを踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や、円滑

な避難誘導体制の構築に努める。 

 

７  県災害派遣福祉チーム（鹿児島ＤＣＡＴ） の整備 

ア 「鹿児島県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」に基づき、県及び協定締結団

体は、災害時等において鹿児島ＤＣＡＴが円滑に活動できるよう、平時から情報の交

換を行うとともに、チーム員の養成研修や訓練等を実施する。 

イ 県は、災害発生時に迅速に出動可能な態勢を整備する。 

 

８  障害者の情報取得等に係る体制整備 

  県及び市町村は、障害の種類及び程度に応じて障害者が必要な情報を迅速かつ確実に 

取得することができ、また、緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うこ と

ができるようにするため、体制の整備充実等に努める。 

 

 

第２ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策  

 

〔実施責任：保健福祉部保健医療福祉課・社会福祉課・障害福祉課・子ども福祉課

・子育て支援課・高齢者生き生き推進課、市町村、社会福祉施設・病

院等の施設管理者〕 

 

１ 防災設備の整備                                                 

     社会福祉施設や病院等の要配慮者利用施設の管理者は、当該施設の入所者等が「要配

慮者」であることから、施設そのものの安全性を高めるよう努めるものとする。 

     また、電気、水道等の供給停止に備え、施設入所者等が最低限度の生活維持に必要な

食糧、飲料水、介護用品、医薬品類等の備蓄を行うとともに、当該施設で予想される災

害の種類に応じた防災資機材や発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用自動発電

機等の整備や燃料の備蓄に努める。 
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２ 組織体制の整備                                                

     要配慮者利用施設の管理者は、災害の予防や災害が発生した場合に迅速かつ的確な対

応ができるよう、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急

連絡体制等を確立しておくものとする。 

     特に、夜間においては、職員の動員や照明の確保が困難であることから、消防機関等

への通報連絡や入所者等の避難誘導体制に十分配慮した組織体制を確立しておくものと

する。 

     また、要配慮者利用施設の管理者は、日ごろから、市町村や他の類似施設、近隣住民

や地域の自主防災組織等と連携を図りながら、災害時の協力体制づくりに努める。 

 

  ３ 緊急連絡体制等の整備                                          

要配慮者利用施設の管理者は、災害に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常

通報装置を設置する等、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、

災害時における施設相互間等の緊急連絡体制の整備・強化に努めるものとする。 

また、災害時には、複数の手段を用いた気象情報などの積極的な情報収集に努める。 

 

  ４  防災教育・防災訓練の充実                                      

要配慮者利用施設の管理者は、施設等の職員や入所者等が、災害時において適切な

行動がとれるよう、定期的に防災教育を実施するとともに、施設の立地条件や施設の

構造、入所者や患者の実態等に応じた防災訓練を自主防災組織等と連携して定期的に

実施し、また、各種災害対応マニュアルの作成に努める。 

 

 ５   具体的計画の作成  

   要配慮者利用施設の管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの避

難を含む、上記１から４の事項を記載した非常災害対策計画を作成するものとする。 


